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皆様には、日頃から根上農業協同組合をご利用、お引き立ていただき誠にあり

がとうございます。当 JAをより一層ご理解いただくため、「令和２年度 JA根

上ディスクロージャー誌」を作成いたしました。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大が続き、人々の暮らしの変化や

需要の急激な減退であらゆる分野に影響が及びました。

このような情勢の中、JA根上の令和２年度の各事業は、皆様方のご協力のお

蔭で、順調に進展してまいりました。従いまして自己資本比率も２５．０３％と充実

しております。

信用事業においては、貯金残高は３８３億円となりました。又、貸出金も住宅、

マイカー、教育ローン等の好評を受け約８１億円のご利用を頂きました。

共済事業につきましては、契約者フォローを目的とした３Ｑ訪問活動に取り組

み、また、共済利用者皆様の利便性向上を図るためのペーパーレス、キャッシュ

レス化も促進いたしました。

営農販売事業におきましては、福島町産業団地による作付面積が減少するなか、

米の出荷量は、１，０００ｔを確保し、一等比率も９７．９％と良好な結果となっており

ます。

経済事業では予約購買の推奨により農業生産コスト低減に努め、リニューアル

した直売所「根上屋」を軸に消費者ニーズに対応する商品提供を行いました。給

油所では「洗車割引デー」や「バーコード割引キャンペーン」を展開し、前年を

超える販売数量を確保いたしました。加工事業では「新型コロナ対策こども支援」

として子供たちに人気の「ごはんば～が」を２０日間にわたり半額で１万個を提供

しました。

これからも JA根上は「食と農を基軸とした地域に根ざした協同組合」を標榜

し、地域の主要機関としての役割を一層充実させ事業展開に当りたいと思います

ので、一層のご支援とご理解を賜りますようお願い申し上げます。

令和３年４月

ごあいさつ

代表理事組合長

吉 岡 康 廣
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１．経営理念・経営方針

我が国経済は、コロナウイルスという未曽有の感染症蔓延がもたらす生活全般・経済活動などへの広

汎な影響と世界経済の低迷や従来からの課題ともいえる少子高齢化や深刻な人手不足などの影響もあり

先行き不透明な状況にあります。

農業・農政面では、本県の基幹作目「水稲」は、これまで国の指針に基づき需要に応じた主食用米の

生産を継続してきましたが、消費減退の中にあって引き続き生産力確保に向けた需要量の拡大努力が求

められています。また、自己改革に関連し、准組合員の事業利用制限の議論は引き続き予断を許さない

情勢の中にあって、農業者の所得増大、農業生産の拡大、地域の活性化を基本目標として創造的自己改

革の実践・完遂を目指し、具体的課題に鋭意取り組まなければなりません。

特に、少子高齢化の進行と長期低金利政策がもたらす収益構造変化など JAを取り巻く環境は年々厳

しさを増しており、近い将来、JAの組織、事業、経営の変革は必然という状況は変わりません。目下、

県内の広域合併構想に基づき設置された研究会で将来のあるべき姿について検討を進めておりますが、

３年度も引き続き加賀地区６JAの場で合併の実現を目指し、具体的な協議を重ねるとともに、さらに

一層の経営改善に取り組んでまいります。

これら諸要件のもと JA根上は、「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」を基本理念に、「農

業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」などを掲げ、生活に直結する地域の主要機関とし

ての役割を一層充実させ事業展開に当たります。また、引き続き組合員の利便性向上に資する事業展開

や各種催事を通し JA活動への理解向上に努めてまいります。

信用事業では、超低金利状況下にあって、収益力低下は必至という環境のなか、生き残りをかけて事

業構造の変革が求められておりますが、組合員・利用者目線による事業対応を徹底するなど、利用者ニー

ズ・ライフプランに合わせた提案活動を展開し、金融仲介機能の発揮やライフイベントセールスの実践

を通して利用者満足を高めます。

共済事業では、３Ｑ訪問活動を基軸とした全加入世帯へのアプローチを実践し、こども共済や年金共

済、自動車共済の推進を中心に次世代との取引拡充を行い保有契約者数の維持に取り組みます。また、

LAの普及推進体制の強化とスマイルサポーター（共済窓口担当）のスキルアップを図り組合員・利用

者に安心と満足を提供することに努めます。

経済事業では、組合員・地域の皆さまの営農と豊かな暮らしのお手伝いをするための事業展開を行い

ます。生産資材については、予約購買や低価格農機の推進により農業生産コストの低減に努め、生活物

資については、根上屋を軸に消費者ニーズにふさわしい商品提供に努めます。

給油所事業では、「地域№１のサービス」を目指し笑顔で接客、特売日や JAカードのお得な割引、

洗車割引デー等の普及推進、利用者に喜んでいただけるイベント企画の展開など組合員・地域の皆さま

に親しまれる給油所づくりに努めます。

営農指導事業では、基幹作目である米等の品質・食味向上と収穫量拡大に引き続き取り組みます。特

産品の加賀丸いものブランド戦略を推し進め、作付面積の維持や後継者確保に向け、県・市と連携した

支援策に引き続き取り組みます。また、主食用米の需給と価格安定を図るため、農業者・行政・農業団

体等で構成・組織される能美市農業活性化協議会と連携し、水田の有効活用と所得向上に向けた生産調

整に取り組みます。

加工事業では、備蓄食としても着目された「ひゃくまん穀ごはんば～が」などの既存商品のブラッシュ

アップに取り組むとともに、より魅力的な商品開発に加え「かわいいもんカフェ」の更なる販路拡大を

図ります。

資産管理事業では、組合員や地域の要望に応えるため相談業務を通じ JAの知見を活かした情報提供

や斡旋・仲介に積極的に取り組みます。

女性部、青壮年部、各種生産・加工・いきいき市の部会活動については、「いきいき市」では生産履

歴簿提出と品質管理の徹底により消費者に「安心・安全な商品」を提供します。また、生産者へ需要に

沿った園芸作物生産を奨励し、根上屋での販売品目の充実を図ります。このほか「ヘルスケアグループ」

を中心に住民ニーズに沿った介護福祉支援活動を行います。
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これら各事業活動を通して、組合員・利用者・地域の皆さまとの信頼関係を強固にし、豊かで活力あ

る農業・地域づくりに取り組んでまいります。

基本事項

① 生産振興と販売力強化

管内農業者の高齢化や後継者不足が深刻化する中、地域農業の継続・意欲喚起に向けたハード・ソ

フト面のサポートのほか、引き続き「加賀丸いも」作付け支援、農地の維持管理に向けた農地保全対

策奨励金制度の実施や新たな加工品開発や販路開拓に取り組みます。

② 経営の健全化と透明性の向上

事業運営の安定化を図るための経営効率化に取り組むとともに、内部統制の充実と状況変化に対応

できるリスク管理態勢・コンプライアンス態勢の強化に努めます。また、多様なメディアミックスに

よる情報開示を行い経営の透明性を高めます。

③ 人材育成

お客様に高質なサービスを提供するため職員の意識と知識向上、スキルアップを図ります。執務姿

勢・マナー向上の徹底はもとより職員の資格取得運動を継続実施し、お客様から信頼される人材の育

成に繋げてまいります。

２．経営管理体制

◇経営執行体制

〔理事会制度〕

当 JAは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で

構成される「総会」の決定事項を踏まえ、総会において選出された理事に

より構成される「理事会」が業務執行を行っています。また、総会で選任

された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。

組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、

青年部や女性部などから理事の登用を行っています。また、信用事業につ

いては専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第３０条に規定する

常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。
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（１）農業振興活動

◇農業関係の持続的な取り組み

① 農地フル活用による生産振興と販売力の強化

・JA直売所を拠点とした生産拡大

直売所を通じて、多様な担い手が農業生産に積極的に取り組めるよう、出荷者による組織化の

展開や、栽培講習会の定期的開催など、出荷者の生産拡大に向けた取り組み支援を行っています。

② 付加価値の増大と新たな需要開拓

・GI 法登録を活用した特産農産物の全国ブランド化

「加賀丸いも」について、品質・収量の安定を図り、より一層の全国ブランド化を確立できる

ように取り組んでいます。

③ 生産コスト低減への取り組み強化

・新たな栽培技術によるトータル生産コストの引き下げ

物財費や労働費を含めた低コスト生産技術や増収技術の確立・普及について、年次別に目標設

定・実践していくことによりトータル生産コストの低減に取り組んでいます。

④ 担い手経営体のニーズに応える個別対応

・担い手経営体に出向く体制の整備・充実

農業普及員等担当者の育成や体制づくりの強化により、担い手経営体に出向く体制を整備・充

実するとともに、訪問活動によって得られた情報を得られた情報を JA役職員、関係部門間で共

有しています。

⑤ 多様な担い手の育成と農業経営安定化の実現

・新規就農者に対する支援強化

青年層のみならず定年帰農者、女性層等、幅広く新規就農者の育成と確保を図ることとし、農

業に必要な栽培技術や専門知識の習得、機械の取得や施設整備、農地の確保等に関する支援や新

規就農情報の発信など、関係機関との強化を進めています。

（２）地域貢献活動

当 JAは、地域に密着し、地域になくてはならない JAとしてあり続けるため、組合員のメンバー

シップを強化し、組合員の必要とする総合サービスを提供するとともに、地域協同活動を展開し、

地域に根ざした「JAづくり」に取り組んでいます。

① 組合員・地域住民の「思い」や「ニーズ」を把握するため、組合員訪問や地区座談会を行って

います。

② 地域農業と協同組合の理解を深めるため、広報誌や農協だよりの配布等により情報を発信して

います。

③ 事業活動と協同活動の最前線であることを自覚し、「食」と「農」に基づいた協同活動を推進

しています。

④ 女性部活動の支援強化や、地場産農畜産物の消費拡大を推進することで、地域コミュニティの

活性化につなげています。

⑤ 確実に進んでいる高齢化社会において、「お年寄りと家族が安心して暮らせる」地域社会を目

指し、ホ―ムヘルパーの養成（ホームヘルプサービス）等、積極的に福祉活動に取り組んでいま

す。

⑥ 地元保育園や小学校での学童体験農園（水稲・丸いも・各種野菜等）を通じ、子供たちに対し

て農業への理解を深めています。

⑦ 農業まつり等を通じ、食への理解とおいしく安全な食料をPRするとともに、その安定供給に

努めています。

⑧ 年金友の会をはじめ各種サークルを結成し、地域の方々の交流と健康増進のお手伝いをしてい

ます。

３．社会的責任と貢献活動
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⑨ JAグループ全体で「年金友の会ゲートボール大会」、「小学生サッカー大会」等を開催し、参

加者の技術向上と親睦融和を図っています。

⑩ JA根上顧問税理士による税務の無料相談を行っています。また、年金アドバイザーによる年

金相談も行っています。

⑪ カルチャー教室を開催し、趣味の輪を広げています。

⑫ 地域ボランティア活動へ積極的に参加しています。

また、子供たちや消費者に対して食と農と地域の関わりや食の大切さ、食を支える農業や JAの

役割について、理解促進を図っています。

◇ 米づくり・丸いもづくり体験農園の実施（管内小学校）

◇ 野菜づくり体験農園の実施の実施（管内保育園）

◇ 小中学校に対する作文・図画・書道・ポスターコンクールの開催

◇ 郷土食や伝統料理の伝承活動

◇ 学校給食への地元産野菜の提供

令和２年１２月３１日

根上農業協同組合

お客さま本位の業務運営に関する取り組み方針

JAグループは、食と農を基軸として地域に根ざした協同組合として、助け合いの精神のもとに、

持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会の実現を理念として掲げています。

当組合では、この理念のもと、２０１７年３月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関す

る原則」を採択するとともに、組合員・利用者の皆さまの安定的な資産形成に貢献するため、以下

の取り組み方針を制定いたしました。

今後、本方針に基づく取り組みの状況を定期的に公表するとともに、よりお客さま本位の業務運

営を実現するため本方針を必要に応じて見直してまいります。

１．お客さまへの最適な商品提供

（１）お客さまに提供する金融商品は、特定の投資運用会社に偏ることなく、社会情勢や手数料の

水準等も踏まえたうえで、お客さまの多様なニーズにお応えできるものを選定します。

２．お客さま本位のご提案と情報提供

（１）お客さまの金融知識・経験・財産、ニーズや目的に合わせて、お客様にふさわしい商品をご

提案いたします。

（２）お客さまの投資判断に資するよう、商品のリスク特性・手数料等の重要な事項について分か

りやすくご説明し、必要な情報を十分にご提供します。

（３）お客さまにご負担いただく手数料について、お客さまの投資判断に資するように、丁寧かつ

分かりやすい説明に努めます。

３．利益相反の適切な管理

（１）お客さまへの商品選定や情報提供にあたり、お客さまの利益を不当に害することがないよう

に、「利益相反管理方針」に基づき適切に管理します。

４．お客さま本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築

（１）研修による指導や資格取得の推進を通じて高度な専門性を有し誠実・公正な業務を行うこと

ができる人材を育成し、お客さま本位の業務運営を実現するための態勢を構築します。
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４．事業の概況（令和２年度）

（１）当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容と成果
令和２年は、まさに国を挙げてコロナウイルスの脅威とその対応に明け、対策に暮れたといえます。国内経済
も新型コロナ感染蔓延がもたらす流行直後の歴史的な低迷から数次にわたる様々な政府の対応策もあって持ち直
し、輸出や生産活動など経済基調の水準は、一時、回復好循環の兆しが見えたものの個人消費はコロナ流行前の
水準を下回るなど総じて停滞基調で推移しました。
農政面では、基幹作物の米は、作況の良さに反しコロナ禍の影響から中食・外食向けなど消費低迷により、需
給見通しが厳しくなっております。このため令和２年産米の概算金設定状況は、多くの産地銘柄で前年に比べ減
額となり、加えて現下のコメの適正在庫量を考慮すると令和３年の生産調整は必至の情勢と言えます。
また、生活全般をウイズコロナへとシフトすることや、従来の働き方改革の進展、人材不足などは地域・業種
間を問わない今日的な課題となっております。加えて JAを取り巻く環境は、地域人口の減少がもたらす JA事
業全体の縮小圧力、さらにはマイナス金利政策の長期化が及ぼす JA信用事業収益の悪化など、事業収支の低下
傾向は深刻な問題となっております。
同じく平成２６年以降、政府による『農協改革』と、それに伴う農協法改正は、JAの組織や事業の在り方まで
影響を及ぼすものであり、我々は、農と暮らしを守るため、県内 JAの基本構想による南加賀６JAの広域合併な
ど引き続き大きな変革を求められております。このため「豊かで暮らしやすい地域社会の実現」、「協同組合とし
ての役割発揮」を JAの目指す姿として、その実現に向け「農業者の所得増大」、「農業生産の拡大」、「地域の活
性化」の３つを基本目標に目下、系統組織を挙げて鋭意、取り組んでおります。
このような背景のもと、当 JA根上では、「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」を基本指針として標
榜し、組合員及び利用者の皆さまに愛される農協づくりを目的に総合事業の推進と農業・地域の発展に努めてま
いりました。今期の活動状況を踏まえ、以下、本年度の事業活動の概況を報告いたします。
① 財務状況
金融機関が想定外の損失に直面した場合でも経営危機に陥らないよう、自己資本比率規制が厳格化されてお
ります。我々は、従前から自己資本の増強と不良債権処理に鋭意取り組んでおり、結果、自己資本比率は２５．０３％
と引き続き揺るぎない財務基盤となっております。
② 信用事業
地域に選ばれ、安心・信頼される JAバンクを目指す取り組みを行いました。今年度は、年金友の会の旅行
等の各種イベントを企画しておりましたが、コロナ感染防止を優先し不本意ながらその多くを中止いたしまし
た。店頭窓口では、お客様の安全確保を最優先に感染拡大防止策の徹底に努めたほか、春、秋に実施した年金
無料相談会には、多くの来店を頂きました。
このほかキャッシュレス化促進に向け、大成町・中町 SSと連携した JAカードサンクスキャンペーンでは、
多くのお客様にご加入ご利用いただきました。
また、夏・冬の貯金キャンペーンは、お陰様で新規のお客様にもご利用いただき、大幅な取引増加につなが
り結果、貯金残高は、３８３．３億円となりました。
貸出金残高は、住宅ローン・マイカーローン・教育ローン等のキャンペーンを適宜実施し、個人顧客への新
規貸付及び取引拡大に努めた結果、８１．６億円のご利用を頂きました。
③ 共済事業
今年度は、コロナ感染拡大防止の観点から推進活動の自粛期間が設定され制約もあった中、組合員及び利用
者の皆さまに「安心」と「満足」を提供出来るよう、LA（ライフアドバイザー）が中心となり、契約者フォロー
を目的とした３Ｑ訪問活動（加入内容の確認、世帯内の保障点検、共済金請求忘れ）を徹底し取り組みました。
特に JA共済の新たなファンを獲得するため、「安心の充実保障」「頼れるサービス」「お得な掛金」を基軸と
した自動車共済を中心に推進活動を展開し、前年度を超える多くのお客様にご加入いただきました。
また、契約者・利用者の利便性向上と不祥事未然防止に向けた契約手続きのペーパーレス化・キャッシュレ
ス化にも引き続き取り組みました。
④ 販売事業
令和２年度のうまい・きれい石川米づくり運動スローガン「水管理技術の徹底による１等米比率９０％以上の
維持を目指す」に基づき取り組んだ結果、令和２年産稲作は、６月の入梅後、天候不順で梅雨明けが平年より
９日遅く日照不足となりましたが、生産農家の適時適切な肥培管理もあり、水稲の県内作況指数は１０１で収穫
作業も概ね順調に進み、収量は平年並みとなりました。結果、管内一等米比率は９７．９％と県平均８８．１％を上回
る良好な結果で、出荷量についても平年並み１，０１８．５トンを確保しました。
加賀丸いもは、平成２８年に地理的表示保護制度（GI）の登録を受けて以来、贈答用需要や地産地消意識の浸
透もあり、今年の最上級「プレミアム商品」の初競り結果は外食市場が冷え込む中でも競り値を更新するなど
市場評価も向上しました。また、今年度、秀品率向上に向け新たに能美市と連携し「加賀丸いも生産拡大支援
対策」により栽培適地マップの活用による農地の確保に取り組みました。
⑤ 購買事業
生産資材については、水稲元肥の自己取り推奨や安価な共同購入トラクターの予約購買推進など生産資材コ
スト低減に努めました。また、根上屋店舗では、「根上屋のこしひかり」の拡販に向けた会員獲得や地元生産
者が出荷する新鮮な農産物販売により地産地消に取り組みました。
給油所では、「地域№１のサービス」を目指し、洗車割引デーの実施や利用者に浸透した「割引チケット」
を活用した割引イベント等の実施により、両給油所の揮発油供給数量が大幅に伸びました。
⑥ 加工事業
「ごはんば～が」の発売１５周年の記念行事を企画中のところ、新型コロナウイルス感染拡大防止の一環で学
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校が臨時休校となったため、「新型コロナ対策こども支援」の観点から子どもたちに人気の「ごはんば～が」
５品目を１日限定５００個を２０日間にわたり半額で提供し、１万個を販売しました。地域に貢献する JAの面目躍
如で好評でした。
また、地域農産物を活用した「ひゃくまん穀ごはんば～が」を軸に、「かわいいもんカフェ」の開発販売に
着手しました。「ごはんば～が」、「コロッケ」などの冷凍加工商品は、三密を避ける内食貢献の意味から、認
知度向上と販売拡大に努めました。
⑦ 指導事業
各部会活動などを通じ「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」に向けて農産物の品質向上と収量向上、生
産コスト削減に向け、地域の担い手育成や従来の助成・奨励措置に加え、大型特殊免許取得助成を行いました。
また女性部を中心とした福祉支援活動については、コロナ禍の中、一部の活動を自粛しましたが、介護の研修
や粘土の干支づくりや、食農食育として、児童に向けた農業体験に取り組みました。「いきいき市」では提供
農家の協力で生産履歴提出など品質管理を徹底し、消費者へ安心安全な商品を提供しました。
JA全体では、「経営管理計画」基づき、リスク管理体制の整備とコンプライアンス気運の醸成に努めるととも
に、今日的な対応として新型コロナウイルス対策本部を設置・取り組むなど経営の健全化・安定化を図り、組合
員の皆さまに信頼され、また、安心してお任せいただけるよう努めました。

（２）業務の適正を確保するための体制
当 JAでは、法令遵守等の徹底や、より健全性の高い経営を確保し、組合員・利用者の皆さまに安心して組合
をご利用いただくために、平成３０年９月理事会にて次のとおり決議しております。

内部統制システム基本方針

１．理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）組合の基本理念及び組合のコンプライアンスに関する基本方針を定め、役職員は職務上のあらゆる場面に
おいて法令・規則、契約、定款等を遵守する。

（２）重大な法令違反、その他法令及び組合の諸規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監
事に報告するとともに、理事会等において協議・検討し、速やかに是正する。

（３）内部監査部署を設置し、内部統制の適切性・有効性の検証・評価を行う。内部監査の結果、改善要請を受
けた部署については、速やかに必要な対策を講じる。

（４）反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
（５）組合の業務に関する倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員等が相談もしくは通報を行
うことができる制度を活用し、法令違反等の未然防止に努める。

（６）監事監査、内部監査、会計監査人が適正な監査を行えるよう、三者が密接に連絡できる体制を整備する。
２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（１）文書・情報の取り扱いに関する方針・規程に従い、職務執行に係る情報を適切に保存・管理する。
（２）個人情報保護に関する規程を整備し、個人情報を適切かつ安全に保存、管理する。
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）認識すべきリスクの種類を特定するとともに管理体制の仕組みを構築し、リスク管理の基本的な態勢を整
備する。

（２）組合のリスクを把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から事前ないし事後に適切な対応を
行い、組合経営をとりまくリスク管理を行う。

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）職制、機構、業務分掌、指示命令系統を明文化し、役職員の職務執行を効率的に遂行する。
（２）中期経営計画及び同計画に基づく部門別事業計画を策定し、適切な目標管理により、戦略的かつ効率的な
事業管理を行う。

５．監事監査の実効性を確保するための体制
（１）監事が円滑に職務を執行し、監事監査の実効性を確保するために必要な体制を整備する。
（２）監事と定期的な協議を実施し、十分な意思疎通をはかる。
（３）内部監査担当部署に対して監事と十分な連携を行うよう指示する。
６．組合及びその子会社等における業務の適正を確保するための体制
（１）各業務が適正かつ効率的に執行されるよう、規程やマニュアル、業務フロー等の業務処理に係る内部統制
を整備する。

（２）業務処理に係る内部統制が運用されるよう、定期的な検証と是正を行う。
（３）「子会社管理規程」に基づき、関連事業に係る重要な方針、事項を監督し適切な指導・助言を行い、相互
の健全な発展を推進する。

（４）「子会社管理規程」に基づき、子会社等の統括管掌を定め、事業計画の達成、法令及びその他事項の遵守、
その他運用事項を監督する。

７．財務情報その他組合情報を適切かつ適時に開示するための体制
（１）会計基準その他法令を遵守し、経理規程等の各種規程等を整備し、適切な会計処理を行う。
（２）適時・適切に財務報告を作成できるよう、決算担当部署に適切な人員を配置し、会計・財務等に関する専
門性を維持・向上させる人材育成に努める。

（３）法令の定めに基づき、ディスクロージャー等を通じて、財務情報の適時・適切な開示に努める。
（４）「財務諸表の正確性、内部監査の有効性についての経営者責任」をディスクロージャー誌に記載して表明
する。
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５．リスク管理の状況

◇リスク管理体制
〔リスク管理基本方針〕
組合員・利用者の皆さまに安心して JAをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保
し、信頼性を高めていくことが重要です。
このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく、認識すべき

リスクの種類や管理態勢と仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整備しています。
また、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じてリスク管理体制の充実・

強化に努めています。
① 信用リスク管理

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価
値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当 JAは、個別の重要案件又は
大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引については、
本店に融資審査部を設置し各支店と連携を図りながら与信審査を行っています。審査にあたっては
取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な
審査基準を設けて与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るた
め、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、
資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償
却・引当規程」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

② 市場リスク管理
市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・

負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出され
る収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。
金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが
存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。ま
た、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。
当 JAでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることに

より、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバ
ランスを重視した ALMを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に
機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。
とりわけ、有価証券運用状況については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当 JA

の保有有価証券ポートフォリオの状況や ALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定めると
ともに、経営層で構成する ALM委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っ
ています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及び ALM委員会で決定された方針などに基づ
き、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理
部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし、定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告
しています。

③ 流動性リスク管理
流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困

難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリ
スク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができないため、通常よりも著
しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のこ
とです。
当 JAでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的
な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要
な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握した上で、運用方針などの策定の際
に検討を行っています。

④ オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であるこ

と又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。

―８―



当 JAでは、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及び流動性
リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などについて事務処理や業務運営
の過程において、損失を被るリスクと定義しています。事務リスク、システムリスクなどについて、
事務手続にかかる各種規程を理事会で定め、その有効性について内部監査や監事監査の対象とする
とともに、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備
して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

⑤ 事務リスク管理
事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機

関が損失を被るリスクのことです。当 JAでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な
事務処理を行うため事務マニュアルを整備するとともに、自店検査を実施し事務リスクの削減に努
めています。また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、
内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。

⑥ システムリスク管理
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融

機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機関が損失を被
るリスクのことです。当 JAでは、コンピュータシステムの安定稼動のため、安全かつ円滑な運用
に努めるとともに、システムの万一の災害・障害等に備え、内部規程・マニュアルなどを策定して
います。

◇法令遵守体制
〔コンプライアンス基本方針〕

利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に鑑
みれば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うこと
がますます重要になっています。
このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題の一つとして位置づけ、この徹底こ

そが不祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンス
を重視した経営に取り組みます。

〔コンプライアンス運営態勢〕
コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員長とするコンプ

ライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、本店各部門・各支店に
コンプライアンス担当者を設置しています。
基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、研修

会を行い全役職員に徹底しています。
毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を設

置し、その進�管理を行っています。
また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・相談等の

専門窓口を設置しています。
〔個人情報保護方針〕

当 JAでは組合員情報の保護管理を徹底するために、職員に対する周知及び保護管理状況の点検等
を行い、組合員が安心してご利用いただけるように、組合員情報の保護管理に万全を期すよう取り組
んでいます。

〔情報セキュリティ基本方針〕
当 JAでは情報資産保護の基本方針としてセキュリティポリシーを制定し、安全対策に万全を期し

ています。
〔金融商品の勧誘方針〕
当 JAは、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守

し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。
１．組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況及び意向を考慮の上、
適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。

２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解
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していただくよう努めます。
３．不確実な事項について断片的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用
者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。

４．電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。
５．組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
６．販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努
めます。

◇金融 ADR制度への対応
① 苦情処理措置の内容
当 JAでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホーム
ページ・チラシ等で公表するとともに、JAバンク相談所や JA共済連とも連携し、迅速かつ適切な
対応に努め、苦情等の解決を図ります。
当 JAの苦情等受付窓口（電話：０７６１－５５－１１０２（月～金 ９時～１７時））

② 紛争解決措置の内容
当 JAでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。
・信用事業
金沢弁護士会紛争解決センター（電話：０７６－２２１－０２４２）
（信用事業の紛争解決措置利用にあたっては、①の窓口または JAバンク相談所（電話：０３－６８３７
－１３５９）にお申し出下さい。なお、金沢弁護士会紛争解決センターに直接紛争解決をお申し立て
いただくことも可能です。）
・共済事業
（一社）日本共済協会 共済相談所（電話：０３－５３６８－５７５７）
（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構（電話：０１２０－１５９－７００）
（公財）日弁連交通事故相談センター（電話：０５７０－０７８３２５）
（公財）交通事故紛争処理センター（電話：東京本部 ０３－３３４６－１７５６）
日本弁護士連合会 弁護士保険 ADR
（https : //www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html）
（共済事業の紛争解決措置利用にあたっては、上記または①の窓口にお問い合わせ下さい。）

◇内部監査体制
当 JAでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の

業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを
通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。
また、内部監査は、当 JAの本店・給油所のすべてを対象とし、中期及び年度の内部監査計画に基

づき実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定
期的に被監査部門の改善取り組み状況をフォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的
に理事会に報告することとしていますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合
長、監事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。

◇金融円滑化体制
平成２１年１２月金融円滑化法施行以来、合計１３件 １３２百万円（令和２年１２月３１日まで）の貸付条件
変更申込があり、当該取引先のキャッシュフロー検証や対象中小企業等の業況・特性をも踏まえた審
査の結果、全件について対応処理いたしました。
なお、貸付条件変更先については、定期的な訪問等により債務者の経営状況の把握に努め、適切な

経営指導・経営改善支援等に努めております。
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６．事業のご案内

（信用事業）
信用事業は、貯金・融資・為替決済などの金融サービスを提供することにより農業をはじめ地域社会の

発展に貢献しています。この信用事業は、JA・信連・農林中金という三段階の組織が有機的に結びつき、
JAバンクとして大きな力を発揮しています。

１．貯金業務
組合員はもちろん地域住民の皆さまや事業主の皆さまにもお気軽にご利用いただけるよう貯金の種類

として当座貯金・普通貯金・貯蓄貯金・定期貯金・定期積金などの各種貯金を目的・期間にあわせてご
利用いただいております。

２．融資業務
組合員への融資を始め、地域の皆さまの暮らしや、事業に必要な資金をご融資しています。
また、地方公共団体・農業関連産業などへも融資し、地域経済の発展に貢献しています。さらに、㈱

日本政策金融公庫（旧農林公庫）等の融資の申し込みのお取り次ぎもしています。
３．為替決済業務

全国の JAをはじめ、すべての民間金融機関とオンライン提携し、送金・振込・代金取立等の内国為
替業務を行っております。
貯金ネットサービスは都銀・地銀をはじめとする民間金融機関とCDオンライン提携しており全国の

金融機関のCD・ATM利用が可能となっております。
また、給与・年金等口座振替業務についてもお取り扱いしております。

４．国債の窓口販売業務
長期利付国債及び割引国債の窓口販売業務を行っております。

（共済事業）
JA共済は、JAが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆さまの生命・傷害・家
屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当初から生命保障と損害保障の両方を実
施しており、個人の日常生活のうえで必要とされるさまざまな保障・ニーズにお応えできます。
JA共済では、生命・建物・自動車などの各種共済による生活総合保障を展開しています。
長期共済 終身共済、定期生命共済、養老生命共済、こども共済、医療共済、がん共済、

定期医療共済、介護共済、生活障害共済、特定重度疾病共済、年金共済、建物更生共済
短期共済 火災共済、自動車共済、傷害共済、定額定期生命共済、賠償責任共済、自賠責共済

（経済事業）
JAは信用・共済事業の他に、農業から生活までに関わるさまざまな事業を行っています。

１．農業に関わる事業
JAは肥料や農薬等の生産資材の販売、米や野菜などの農産物の生産・販売、育苗センター・ライス
センター・選果場等の農業関連施設の利用事業、営農指導・相談を行っております。

２．生活に関わる事業
JAは日用品・プロパンガス・ガソリン・車など生活に関わる用品を販売しています。また、旅行の

手配、資産管理事業（不動産の斡旋等）や生活福祉関連事業（健康管理活動・生きがいづくり活動）を
行っております。

―１１―



【経営資料】
Ⅰ 決算の状況

１．貸借対照表
（単位：千円）

資 産
科 目 令和元年度 令和２年度
（資 産 の 部）

１．信用事業資産 ３９，３７７，２４８ ３９，９４１，２２９
（１）現金 ８３，５９９ ９９，５９９
（２）預金 ３０，５８２，７７３ ３１，５４９，６１９

系統預金 ３０，５７８，１６３ ３１，５４４，５８５
系統外預金 ４，６１０ ５，０３４

（３）有価証券 １０，０００ １０，０００
（４）貸出金 ８，５９２，１５８ ８，１６６，７５８
（５）その他の信用事業資産 １１６，３８８ １１７，０７４

未収収益 １０９，８７８ １０９，２６０
その他の資産 ６，５０９ ７，８１３

（６）貸倒引当金 ▲ ７，６７１ ▲ １，８２３
２．共済事業資産 ３，８８１ ３，６３９
（１）その他の共済事業資産 ３，８８１ ３，６３９
３．経済事業資産 １２８，１９２ １３３，８６５
（１）受取手形 １，１００ －
（２）経済事業未収金 ４９，９０８ ５０，９９７
（３）経済受託債権 ８，７５８ １１，７１８
（４）棚卸資産 ６０，７０４ ６３，３４６

購買品 ５６，９７４ ５７，２５９
その他の棚卸資産 ３，７２９ ６，０８６

（５）その他の経済事業資産 ７，８３０ ７，８０４
（６）貸倒引当金 ▲ １０９ ０
４．雑資産 ５４，７７９ ４５，５８７
５．固定資産 ４７９，９７６ ４５６，７９４
（１）有形固定資産 ４７８，１３９ ４５５，６３２

建物 ６２１，３８１ ６２４，３５１
機械装置 ４１５，４６７ ４２５，５４７
土地 ２４２，４４０ ２４２，４４０
その他の有形固定資産 ３０７，３３２ ３０４，６０５
減価償却累計額 ▲ １，１０８，４８２ ▲ １，１４１，３１３

（２）無形固定資産 １，８３６ １，１６２
その他の無形固定資産 １，８３６ １，１６２

６．外部出資 ８５３，４９５ ８５３，９３５
（１）外部出資 ８５３，４９５ ８５３，９３５

系統出資 ８２２，４７０ ８２２，４７０
系統外出資 ２１，１２５ ２１，５６５
子会社等出資 ９，９００ ９，９００

７．繰延税金資産 １９，９６５ １９，８７０
資 産 の 部 合 計 ４０，９１７，５３７ ４１，４５４，９２１
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（単位：千円）

負 債 及 び 純 資 産
科 目 令和元年度 令和２年度
（負 債 の 部）

１．信用事業負債 ３８，００８，１１１ ３８，４７９，８７６
（１）貯金 ３７，９０６，９６７ ３８，３３７，９０１
（２）その他の信用事業負債 １０１，１４３ １４１，９７５

未払費用 １２，７５７ ９，４１６
その他の負債 ８８，３８６ １３２，５５８

２．共済事業負債 １２７，３７８ １１６，６２４
（１）共済資金 ６９，２６８ ５４，１４４
（２）未経過共済付加収入 ５７，８１１ ６２，１８９
（３）共済未払費用 ２６４ ２６５
（４）その他の共済事業負債 ３２４ ２５
３．経済事業負債 ６７，５６２ ７７，６３０
（１）経済事業未払金 ３１，９９６ ４１，１９６
（２）経済受託債務 ３２，９４６ ３３，９１１
（３）その他の経済事業負債 ２，６２０ ２，５２２
４．雑負債 ７３，５２５ ６６，８３０
（１）未払法人税等 ３７，１７８ ２３，１９１
（２）資産除去債務 ９，２３０ １２，２００
（３）その他の負債 ２７，１１６ ３１，４３８
５．諸引当金 ４７，７１９ ５４，９８３
（１）賞与引当金 ２，６８０ ２，９１７
（２）退職給付引当金 ３６，８３２ ４１，１３８
（３）役員退職慰労引当金 ８，２０７ １０，９２７
負 債 の 部 合 計 ３８，３２４，２９７ ３８，７９５，９４５
（純 資 産 の 部）

１．組合員資本 ２，５９３，２４０ ２，６５８，９７６
（１）出資金 ５６６，４６５ ５６６，２８５
（２）再評価積立金 ３，５４１ －
（３）利益剰余金 ２，０２３，６５３ ２，０９３，９３６

利益準備金 ８５６，０００ ８９６，０００
その他利益剰余金 １，１６７，６５３ １，１９７，９３６
任意積立金 ９４７，９６４ １，０３０，８０５
リスク管理積立金 ５８９，９３４ ６４９，９３４
施設整備積立金 １５９，０００ １７９，０００
税効果積立金 １７，０２９ １９，８７０
特別積立金 １８２，０００ １８２，０００

当期未処分剰余金 ２１９，６８８ １６７，１３０
（うち当期剰余金） （８２，０１３） （９２，３１５）

（４）処分未済持分 ▲ ４２０ ▲ １，２４５
純 資 産 の 部 合 計 ２，５９３，２４０ ２，６５８，９７６

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 ４０，９１７，５３７ ４１，４５４，９２１
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２．損益計算書
（単位：千円）

科 目 令和元年度 令和２年度
１．事業総利益 ５１２，５１０ ４７５，９７２

事業収益 １，４８１，６９０ １，３７７，５６７
事業費用 ９６９，１７９ ９０１，５９５

（１）信用事業収益 ２４４，９６７ ２３２，５２１
資金運用収益 ２２９，７９８ ２１９，７９６

（うち預金利息） （１１８，６４４） （１２０，６１５）
（うち有価証券利息） （５９） （５９）

（うち貸出金利息） （７１，７４１） （６３，５７０）

（うちその他受入利息） （３９，３５３） （３５，５５０）
役務取引等収益 ６，６０３ ６，４１１

その他経常収益 ８，５６５ ６，３１３
（２）信用事業費用 ２３，５８６ ４４，８５６

資金調達費用 ２２，８０２ １７，７１５
（うち貯金利息） （２１，５１７） （１６，４９８）

（うち給付補�備金繰入） （８５２） （６４４）
（うちその他支払利息） （４３３） （５７２）

役務取引等費用 ３，４２９ ３，２４０
その他経常費用 ▲ ２，６４５ ２３，８９９

（うち貸倒引当金戻入益） （▲ ３３，８４５） （▲ ５，８４８）
信用事業総利益 ２２１，３８０ １８７，６６５
（３）共済事業収益 １６１，９１４ １５６，１２０

共済付加収入 １４３，９５６ １３７，６９３
共済貸付金利息 ５２ －

その他の収益 １７，９０６ １８，４２７
（４）共済事業費用 １１，７８３ ９，０７９

共済借入金利息 ５２ －
共済推進費 ４，１４１ ２，５２９

その他の費用 ７，５８９ ６，５５０
共済事業総利益 １５０，１３１ １４７，０４０
（５）購買事業収益 ９９８，３６３ ９１３，９４０

購買品供給高 ９７４，６３６ ８８８，８３８
購買手数料 ８１３ １，２３３

修理サービス料 ９，７９５ ９，６０３
その他の収益 １３，１１８ １４，２６４

（６）購買事業費用 ８８６，０９２ ８０６，０８６
購買品供給原価 ８４５，３６０ ７６３，３３８

購買供給費 １９，０８８ ２０，０７２
その他の費用 ２１，６４２ ２２，６７５
（うち貸倒引当金戻入益） （▲ ４７） （▲ １）

購買事業総利益 １１２，２７１ １０７，８５３
（７）販売事業収益 ２９，０２４ ２８，８２０

販売品販売高 ５，４０６ ５，８４４
販売手数料 １７，１９５ １６，５０４

その他の収益 ６，４２２ ６，４７１
（８）販売事業費用 ４，０２８ ８，９３２

販売品販売原価 ４，０２８ ４，１６１
その他の費用 ４，５１８ ４，７７１

（うち貸倒引当金繰入額） （４７） （▲ ７）
販売事業総利益 ２０，４７７ １９，８８８
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（単位：千円）

科 目 令和元年度 令和２年度
（９）保管事業収益 ７，４８７ ６，６１４
（１０）保管事業費用 １，２３２ １，１４１
保管事業総利益 ６，２５４ ５，４７２
（１１）加工事業収益 １０，９２３ １１，８６２
（１２）加工事業費用 ９，２１８ ９，０８８

加工事業総利益 １，７０４ ２，７７４
（１３）利用事業収益 ３７，２４０ ３６，８８７

（１４）利用事業費用 ２２，９０７ １８，８９４
利用事業総利益 １４，３３２ １７，９９３

（１５）宅地等供給事業収益 ２５８ ９１８
宅地等供給事業総利益 ２５８ ９１８

（１６）その他事業収益 １３３ －
その他事業総利益 １３３ －

（１７）指導事業収入 ５，４３０ １，０５２
（１８）指導事業支出 １９，７２９ １４，６８５

指導事業収支差額 ▲ １４，２９９ ▲ １３，６３２
２．事業管理費 ３６７，３９０ ３７４，５７７

（１）人件費 ２３５，９７８ ２４４，０９７
（２）業務費 ４４，７９９ ４３，４４９
（３）諸税負担金 １３，８５１ １３，７２６

（４）施設費 ７１，０１８ ７１，０７２
（５）その他費用 １，７４１ ２，２３１

事 業 利 益 １４５，１１９ １０１，３９４
３．事業外収益 １５，２８８ １７，２６３

（１）受取雑利息 １ １
（２）受取出資配当金 １０，２２５ １３，５３２

（３）賃貸料 １２１ １０１
（４）雑収入 ４，９４１ ３，６２９

４．事業外費用 ６４ １０
（１）寄付金 ６４ １０

経 常 利 益 １６０，３４４ １１８，６４８
５．特別損失 ４１，９９９ ０

（１）固定資産処分損 ５７ ０
（２）減損損失 ４１，９４２ －

税引前当期利益 １１８，３４５ １１８，６４８
法人税、住民税及び事業税 ３９，２６６ ２６，２３８

法人税等調整額 ▲ ２，９３５ ９４
法人税等合計 ３６，３３１ ２６，３３２

当期剰余金 ８２，０１３ ９２，３１５
当期首繰越剰余金 ６５，７３２ ６４，７２０

積立金取崩額 ７１，９４２ １０，０９４
当期未処分剰余金 ２１９，６８８ １６７，１３０
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３．キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

科 目 令和元年度 令和２年度
１．事業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（又は税引前当期損失） １１８，３４５ １１８，６４８
減価償却費 ３４，６１１ ３７，１１７
減損損失 ４１，９４２ －
貸倒引当金の増減額（▲は減少） ▲ ３３，９７９ ▲ ５，９５７
賞与引当金の増減額（▲は減少） ▲ ３４ ２３７
退職給付引当金の増減額（▲は減少） ４，３４７ ４，３０６
その他引当金等の増減額（▲は減少） ０ ２，７２０
信用事業資金運用収益 ▲ ２２９，７９８ ▲ ２１９，７９７
信用事業資金調達費用 ２２，８０３ １７，７１６
共済貸付金利息 ▲ ５２ －
共済借入金利息 ５２ －
受取雑利息及び受取出資配当金 ▲ １０，２２６ ▲ １３，５３３
固定資産売却損益（▲は益） ５７ －

（信用事業活動による資産及び負債の増減）
貸出金の純増（▲）減 ８７２，２５５ ４２５，４００
預金の純増（▲）減 ▲ ２，３６６，４７０ ▲ １，１００，０００
貯金の純増減（▲） １，８９６，３２８ ４３０，９３４
信用事業借入金の純増減（▲） ▲ ４２０ －
その他信用事業資産の純増（▲）減 ５，４８３ ▲ １，３０４
その他信用事業負債の純増減（▲） ３６，９７７ ４４，８９８

（共済事業活動による資産及び負債の増減）
共済貸付金の純増（▲）減 １５，０００ －
共済借入金の純増減（▲） ▲ １５，０００ －
共済資金の純増減（▲） ▲ ４６，０９８ ▲ １５，１２３
その他共済事業資産の純増（▲）減 ▲ ２４５ ２４１
その他共済事業負債の純増減（▲） １，６６０ ４，３６９

（経済事業活動による資産及び負債の増減）
受取手形及び経済事業未収金の純増（▲）減 ５，７６５ １１
経済受託債権の純増（▲）減 １，２０４ ▲ ２，９６１
棚卸資産の純増（▲）減 ６，９８９ ▲ ２，６４２
支払手形及び経済事業未払金の純増減（▲） ▲ ３６，１１５ ９，２００
経済受託債務の純増減（▲） ▲ １，０２０ ９６５
その他経済事業資産の純増（▲）減 ▲ ４０８ ２６
その他経済事業負債の純増減（▲） ３０２ ▲ ９８

（その他の資産及び負債の増減）
その他資産の純増（▲）減 ▲ ２６，１５４ ９，１９２
その他負債の純増減（▲） ▲ １，８２３ ▲ ４８１
未払消費税の純増減（▲） ▲ ７５０ ４，８０３
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（※）がついている科目は、令和２年度開示分より区分して記載することとしたため、令和元年度の記載はございません。

（単位：千円）

科 目 令和元年度 令和２年度
信用事業資金運用による収入 ２２７，７５９ ２２０，４１５
信用事業資金調達による支出 ▲ ３３，３０２ ▲ ２１，７８２
共済貸付金利息による収入 ３７５ －
共済借入金利息による支出 ▲ ３７５ －
事業分量配当金の支払額 ▲ １０，０１４ ▲ １３，６４６

小 計 ４７９，９７３ ▲ ６６，１２４
雑利息及び出資配当金の受取額 １０，２２６ １３，５３３
法人税等の支払額 ▲ ２２，３０９ ▲ ４０，２２５

事業活動によるキャッシュ・フロー ４６７，８９１ ▲ ９２，８１６
２．投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 ▲ ３１，０６１ ▲ １０，９６５
固定資産の売却による収入 ▲ ４７０ －
外部出資による支出 ▲ ２９９，９４０ ▲ ４４０
外部出資の売却等による収入 ４７０ －
固定資産の処分に伴う支出 ０

０ ０
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ ３３１，００１ ▲ １１，４０５

３．財務活動によるキャッシュ・フロー
出資の増額による収入 ２１，９２７ １６，１２５
出資の払戻しによる支出 ▲ ２９，０７５ ▲ １９，８４７
持分の取得による支出 ▲ ５０５ ▲ １，１３５
持分の譲渡による収入 ８７５ ３１０
出資配当金の支払額 ▲ ８，３６５ ▲ ８，３８６

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ １５，１４３ ▲ １２，９３３
４．現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） １２１，７４７ ▲ １１７，１５４
５．現金及び現金同等物の期首残高 ４４３，６２６ ５６５，３７３
６．現金及び現金同等物の期末残高 ５６５，３７３ ４４８，２１９

（※）
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１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）次に掲げる資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券……償却原価法（個別法による定額法）

・子会社株式………………移動平均法による原価法

・その他有価証券

イ．時価のないもの……移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・購買品（生産資材・燃料等）……総平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）

・購買品（農機・自動車）…………個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

・購買品（小売店舗品・部品等）…売価還元法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

・その他の棚卸資産………………主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成１０年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）並びに平成２８年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物５０年～１７年、機械装置８年～６年

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は以下の通りです。

自組合利用のソフトウェア ５年

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定の基準、経理規程

及び資産の償却・引当規程に則り、次のとおり計上しています。

正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）については、

今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計

上しており、予想損失額は主に１年間又は３年間の貸倒実績を基礎

とした貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値に基づき損失

率を求め、算定しております。

破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能見込額及

び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引当てています。

このうち債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フ

ローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッ

シュ・フローを当組合の貸出シェアで按分した金額と債権の帳簿価

額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除

した残額との差額を引当てています。

実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権の帳簿価額から

担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ

の残額を引き当てています。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、総務部署（貸出

２次審査部署等）が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部

監査を受けており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行って

います。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のう

ち当事業年度負担分を計上しています。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認

められる額を計上しています。

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法

を適用しています。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金支給規程に基

づく期末要支給額を計上しています。

（４）消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

２．貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は

６２０，２１５，９５５円であり、その内訳は次のとおりです。

① 建物 ３４１，１９１，８９０円

② 機械装置 ２４２，１５９，９７２円

③ 土地 ５０１，８６０円

④ その他の有形固定資産 ３６，３６２，２３３円

（２）担保に供した資産

定期預金３００，０００，０００円を為替決済の担保に、定期預金１，０００，０００円

を指定金融機関等の事務取り扱いに係る担保に、有価証券１０，０００，６４４

円を宅地等供給事業に係る担保に、それぞれ供してしています。

（３）子会社等に対する金銭債権及び金銭債務

子会社等に対する金銭債権の総額 なし

子会社等に対する金銭債務の総額 １１，６７６，８９２円

（４）役員との間の取引による役員に対する金銭債権及び金銭債務

理事及び監事に対する金銭債権の総額 なし

理事及び監事に対する金銭債務の総額 なし

（５）貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額はありません。延滞債権額は２３，９１９，２８４

円です。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の遅延が相当期間継続してい

ることその他の事由により元本又は利息の取立又は弁済の見込みがな

いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部

分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税

法施行令第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第

４号に規定する事由が生じている貸出金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権

及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を

猶予した貸出金以外の貸出金です。

貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日

の翌日から３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権

に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債

権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債

権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩

和債権額の合計額は２３，９１９，２８４円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

３．損益計算書に関する注記

（１）子会社等との取引高の総額

① 子会社等との取引による収益総額 ８，１４５，６２８円

うち事業取引高 ６，０８７，６１３円

うち事業取引以外の取引高 ２，０５８，０１５円

② 子会社等との取引による費用総額 ４６２，３６１円

うち事業取引高 ２３，６０６円

うち事業取引以外の取引高 ４３８，７５５円

（２）事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する追加情報の

注記

（追加情報）

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示

を行っておりません。よって、事業別の収益及び費用については、事

業間の内部取引も含めて表示しております。ただし、損益計算書の事

業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、

各事業間の内部損益を除去した額を記載しております。

４．注記表（令和２年度）
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４．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合

員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残った余裕金を石川県信用

農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債などの債券に

よる運用を行っています。

② 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に

対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履

行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は債券であり、満期保有目的及び純投資目的（そ

の他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、

金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

事業債権である経済事業未収金は、組合員等の信用リスクに晒さ

れています。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会にお

いて対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引について

は、本所に融資課を設置し、与信審査を行っています。審査にあ

たっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評

価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、

与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維

持・向上を図るため、資産の自己査定を厳格に行っています。不

良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化

に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金に

ついては資産の償却・引当規程に基づき必要額を計上し、資産及

び財務の健全化に努めています。

ロ．市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスク

を的確にコントロールすることにより、収益化及び財務の安定化

を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化との

バランスを重視した ALMを基本に、資産・負債の金利感応度分

析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務

構造の構築に努めています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以

外の金融商品です。当組合において、主要なリスク変数である金

利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価

証券のうちその他有価証券に分類している債券、貯金です。

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後

１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額

を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用して

います。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業

年度末現在、指標となる金利が０．１％上昇したものと想定した場

合には、経済価値が３１，６２７，８５６円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提とし

ており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合に

は、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

ハ．資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について

月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保に努めています。

また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要

な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握し

たうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基

づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定に

おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等

によった場合、当該価額が異なることもあります。

（２）金融商品の時価等に関する事項

① 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについ

ては、次表には含めず③に記載しています。

（単位：円）

貸借対照表
計 上 額
（Ａ）

時 価

（Ｂ）

差 額

（Ｂ）－（Ａ）

預金 ３１，５４９，６１９，７５４ ３１，５５０，１３７，７５０ ５１７，９９６

有価証券 １０，０００，６４４ １０，２３３，３３０ ２３２，６８６

満期保有目
的の債券 １０，０００，６４４ １０，２３３，３３０ ２３２，６８６

貸出金 ８，１６６，７５８，４４３
貸倒引当金
（注１） ▲ １，８２３，３７７

貸倒引当金
控除後 ８，１６４，９３５，０６６ ８，４２６，１５３，７４３ ２６１，２１８，６７７

経済事業未収金 ５０，９９７，０２９
貸倒引当金
（注２） ▲ ５８１

貸倒引当金
控除後 ５０，９９６，４４８ ５０，９９６，４４８ －

資産計 ３９，７７５，５５１，９１２ ４０，０３７，５２１，２７１ ２６１，９６９，３５９

貯金 ３８，３３７，９０１，５０７ ３８，３４８，９１０，５６１ １１，００９，０５４

経済事業未払金 ４１，１９６，５７７ ４１，１９６，５７７ －

負債計 ３８，３７９，０９８，０８４ ３８，３９０，１０７，１３８ １１，００９，０５４

（注１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控

除しています。

（注２） 経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引

当金を控除しています。

② 金融商品の時価の算定方法

【資産】

イ．預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっています。満期のある預金について

は、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円

Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金

額として算定しています。

ロ．有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。

ハ．貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反

映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限

り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっ

ています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく

区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリレートである円 Libor・

スワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に

代わる金額としています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等に

ついて、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金

額としています。

ニ．経済事業未収金

経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳

簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等に

ついて、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金

額としています。

【負債】

イ．貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳

簿価額）を時価とみなしています。また、定期性貯金については、

期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフ

リーレートである円 Libor・スワップレートで割り引いた現在価

値を時価に代わる金額として算定しています。

ロ．経済事業未払金

経済事業未払金については短期間で決済されるため、時価は帳

簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

③ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のと

おりであり、これらは①の金融商品の時価情報には含まれていませ

ん。
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（単位：円）

貸借対照表計上額

外部出資（注１） ８５３，９３５，０００

外部出資等損失引当金 －

外部出資等損失引当金控除後 ８５３，４９５，０００

（注１） 外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについて

は、時価を把握することが極めて困難であると認められるた

め、時価開示の対象とはしていません。

④ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：円）

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内

預金 ３１，５４９，６１９，７５４ － －

有価証券 － － －

満期保有目的の債券 － － －

貸出金（注１，２） ７４２，４４４，５２７ ６３２，８１７，４９８ ６１０，０１４，７５１

経済事業未収金（注３） ５０，９９６，４４８ － －

合 計 ３２，３４３，０６０，７２９ ６３２，８１７，４９８ ６１０，０１４，７５１

３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超

預金 － － －

有価証券 １０，０００，０００ － －

満期保有目的の債券 １０，０００，０００ － －

貸出金（注１，２） ５７９，４７５，８５１ ５５７，５３６，８８６ ５，０４３，７６８，９３０

経済事業未収金（注３） － － －

合 計 ５８９，４７５，８５１ ５５７，５３６，８８６ ５，０４３，７６８，９３０

（注１） 貸出金のうち、当座貸越２７，４９５，１４２円については「１年以

内」に含めています。また、期限のない場合は「５年超」に

含めています。

（注２） 貸出金のうち３カ月以上延滞が生じている債権・期限の利

益を喪失した債権等７００，０００円は償還の予定が見込まれてい

ないため、含めていません。

（注３） 経済事業未収金のうち、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻

先に対する債権等５８１円は償還の予定が見込まれないため、

含めていません。

⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：円）

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内

貯金（注１） ３４，５８３，７８７，７６３ １，８０８，３２３，５９６ １，５２４，６８５，７８０

合計 ３４，５８３，７８７，７６３ １，８０８，３２３，５９６ １，５２４，６８５，７８０

３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超

貯金（注１） １４７，８１２，２３６ １４０，０１３，９９２ １３３，２７８，１４０

合計 １４７，８１２，２３６ １４０，０１３，９９２ １３３，２７８，１４０

（注１） 貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めて

開示しています。

５．有価証券に関する注記
（１）有価証券の時価及び評価差額に関する事項

有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。

① 満期保有目的の債券で時価のあるもの

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時

価及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：円）

貸借対照表
計 上 額
（Ａ）

時 価

（Ｂ）

差 額

（Ｂ）－（Ａ）

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

国債 １０，０００，６４４ １０，２３３，３３０ ２３２，６８６

合 計 １０，０００，６４４ １０，２３３，３３０ ２３２，６８６

６．退職給付に関する注記
（１）採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づき、退職一時金

制度を採用しています。また、この制度に加え、同規程に基づき退職

給付の一部に充てるため全国農林漁業団体共済会との契約による退職

金共済制度を採用しています。

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適

用しています。

（２）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

（単位：円）

期首における退職給付引当金 ３６，８３２，２２１

退職給付費用 ４，３０６，４３２

退職給付の支払額 －

期末における退職給付引当金 ４１，１３８，６５３

（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退

職給付引当金の調整表

（単位：円）

退職給付債務 ２４０，１５３，２８５

特定退職金共済制度 ▲ １９９，０１４，６３２

未積立退職給付債務 ４１，１３８，６５３

退職給付引当金 ４１，１３８，６５３

（４）退職給付に関連する損益

（単位：円）

勤務費用 ４，３０６，４３２

退職給付費用計 ４，３０６，４３２

特定退職金共済制度への拠出金１０，０９４，４００円は「福利厚生費」で処

理しています。

（５）特例業務負担金の将来見込額

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団

体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法

等を廃止する等の法律附則第５７条の規定に基づき、旧農林共済組合（存

続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出

した特例業務負担金２，９７３，６７７円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された令和２年３月現在における令和１４年３月

までの特例業務負担金の将来見込額は３４，９９２千円となっています。

７．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

（単位：円）

当期

繰延税金資産

貸倒引当金 ３９１，９０１

退職給付引当金 １１，３７５，８７１

役員退職慰労引当金 ３，０２０，０５６

減損損失否認額（土地） １１，５０８，７８８

減損損失否認額（減価償却資産） ２，４３７，１５４

資産除去債務 ３，３７４，５２０

未納事業税 １，７３５，４６６

その他 ２，０３０，３２１

繰延税金資産小計 ３５，８７４，０７７

評価性引当額 ▲ １４，９５３，１５７

繰延税金資産合計（Ａ） ２０，９２０，９２０

繰延税金負債

全農統合に係る合併交付金 ▲ １，０５０，２５０

繰延税金負債合計（Ｂ） ▲ １，０５０，２５０

繰延税金資産（負債）の純額（Ａ）＋（Ｂ） １９，８７０，６７０

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

（単位：％）

当期

法定実効税率 ２７．７

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 １．０

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ▲ １．６

評価性引当額の増減 ０．２

住民税均等割 ０．３

税額控除 ▲ １．８

事業分量配当額の損金算入額 ▲ ３．２

その他 ０．３

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２２．２

８．その他の注記
（１）当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約

当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約は、組合員

等からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件につ

いて違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契

約です。これらの契約に係る融資未実行残高は、１９５，６２１，８５８円です。
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（単位：千円）

事業分量配当の基準（項目） 計算基礎及び率 配当金額

定期貯金残高 ２，０００円／千万円 ３，３５３

米出荷数量 ４００円／６０㎏ ６，７８６

ライスセンター利用数量 ４００円／６０㎏ ３，７２０

計 １３，８５９

（注）１．事業分量配当金の基準は、以下のとおりです。

２．次期繰越剰余金には、教育、生活・文化改善の事業に充てるための繰越額５，０００千円が含
まれています。

３．任意積立金における目的積立金の積立目的及び積立目標額、取崩基準等は次のとおりで
す。

項 目 令和元年度 令和２年度
１．当 期 未 処 分 剰 余 金 ２１９，６８８ １６７，１３０
２．任 意 積 立 金 取 崩 額 ７１，９４２ １０，０９４

リ ス ク 管 理 積 立 金 ４１，９４２ －
施 設 整 備 積 立 金 ３０，０００ １０，０００
税 効 果 積 立 金 － ９４

３．剰 余 金 処 分 額 １５４，９６８ １０２，２７４
（１）利 益 準 備 金 ４０，０００ ４０，０００
（２）任 意 積 立 金 ９２，９３５ ４０，０００

リスク管理積立金 ６０，０００ １０，０００
施設整備積立金 ３０，０００ ３０，０００
税 効 果 積 立 金 ２，９３５ －

（３）出 資 配 当 金 ８，３８６ ８，４１５
（年率） （１．５） （１．５）

（４）事 業 分 量 配 当 金 １３，６４６ １３，８５９
４．次 期 繰 越 剰 余 金 ６４，７２０ ６４，８５６

５．剰余金処分計算書

種 類 積 立 目 的 積立目標額または積立基準 取 崩 基 準

リスク管理積立金 貸出金等不良債権の貸倒損失等、有価
証券運用の評価損・処分損、預け金の
損失、固定資産の減損損失、損害賠償
義務に伴う損失、訴訟等に伴う費用、
地震・火災等の災害に伴う修繕費用、
資本的支出、農林年金制度変更等に備
える。

積立対象資産期末帳簿価額の２０／１０００
に達する額

積立目的の事象が発生した場合に
限り、目的に沿った取崩しとして
取崩す。

施設整備積立金 施設の取得、修繕、処分に備える。 １ 取得予定施設の取得価額相当額
２ 修繕に要する費用が多額な固定資
産について、取得価額の１０％以内

３ 施設整備及び遊休資産等の処分に
伴う、取壊費用、処分損相当額

積立目的の事象が発生した場合に
限り、目的に沿った取崩しとして
取崩す。

税効果積立金 繰延税金資産の当年度増加分を自己資
本に充当。

毎事業年度に算定される税効果相当額
の増加額。

当期において過年度に積み立てた
税効果相当額が減少する場合。

（単位：千円、％）
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令和２年度
（単位：千円）

※ ⑥⑩⑫⑮⑰は、各課に直課できない部分。
※ 上記（部門別損益計算書）の事業収益、事業費用の「計」欄は、各事業の収益、費用の単純合算値を記載しています。
一方、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損益を除去した額を記
載しています。
よって、両者は一致していません。

（注）１．共通管理費及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
（１）共通管理費等

事業総利益割６０％、職員数割４０％
（２）営農指導事業

農業関連事業１００％
２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）

区 分 計 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業

共通管理費
等

事 業 収 益 ① １，３８８，７３８ ２３２，５２２ １５６，１２０ ２０５，４６４ ７９１，７１７ ２，９１５
事 業 費 用 ② ９１２，７６１ ４４，８５７ ９，０８０ １５０，４３１ ６９４，１８９ １４，２０９
事 業 総 利 益 ③
（①－②） ４７５，９７２ １８７，６６５ １４７，０４０ ５５，０３３ ９７，５２８ ▲１１，２９４

事 業 管 理 費 ④ ３７４，５７７ １２０，８７３ ９５，２６６ ８６，２０５ ６５，１９９ ７，０３５
（うち減価償却費 ⑤－１） ２，９７５ １，７８０ ２３，７９２ ８，４２２ １４９
（うち人件費 ⑤－２） ２４４，０９７ ８２，５８３ ７６，５８３ ４２，４０１ ３７，１０６ ５，４２５
※うち共通管理費 ⑥ ５２，４２２ ４３，４８９ １８，６５２ １７，１８０ ２，０９４ ▲１３３，８３７
（うち減価償却費 ⑦－１） ２，３１２ １，６９８ １，０７８ ４６９ ９３ ▲５，６５０
（うち人件費 ⑦－２） ２９，７１６ ２５，２７５ ８，３５１ １０，８３６ １，１５５ ▲７５，３３４
事 業 利 益 ⑧
（③－④） １０１，３９４ ６６，７９２ ５１，７７４ ▲３１，１７２ ３２，３２９ ▲１８，３２９

事 業 外 収 益 ⑨ １７，２６３ ８，７５２ ４，５８５ ７６２ ３，１５５ １１
※うち共通分 ⑩ ２７３ １９３ １２７ ７３ １１ ▲６７７
事 業 外 費 用 ⑪ １０ ４ ３ １ １ ０
※うち共通分 ⑫ ４ ３ １ １ ０ ▲１０
経 常 利 益 ⑬
（⑧＋⑨－⑪） １１８，６４８ ７５，５４０ ５６，３５６ ▲３０，４１１ ３５，４８３ ▲１８，３１８

特 別 利 益 ⑭ ０ ０ ０ ０ ０ ０
※うち共通分 ⑮ ０ ０ ０ ０ ０ ０
特 別 損 失 ⑯ ０ ０ ０ ０ ０ ０
※うち共通分 ⑰ ０ ０ ０ ０ ０ ０
税 引 前 当 期 利 益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯） １１８，６４８ ７５，５４０ ５６，３５６ ▲３０，４１１ ３５，４８３ ▲１８，３１８

営農指導事業分配賦額 ⑲ ０ ０ １８，３１９ ０ ▲１８，３１９
営農指導事業分配賦後
税 引 前 当 期 利 益 ⑳
（⑱－⑲）

１１８，６４８ ７５，５４０ ５６，３５６ ▲４８，７３０ ３５，４８３

（単位：％）

区 分 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業 計

共 通 管 理 費 等 ３９ ３２ １４ １３ ２ １００

営 農 指 導 事 業 １００ １００

６．部門別損益計算書

―２２―



令和元年度
（単位：千円）

※ ⑥⑩⑫⑮⑰は、各課に直課できない部分。
※ 上記（部門別損益計算書）の事業収益、事業費用の「計」欄は、各事業の収益、費用の単純合算値を記載しています。
一方、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損益を除去した額を記
載しています。
よって、両者は一致していません。

（注）１．共通管理費及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
（１）共通管理費等

事業総利益割６０％、職員数割４０％
（２）営農指導事業

農業関連事業１００％
２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）

区 分 計 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業

共通管理費
等

事 業 収 益 ① １，４９５，６１０ ２４４，９６７ １６１，９１５ ２１８，２５９ ８６５，０３８ ５，４３０
事 業 費 用 ② ９８３，０９８ ２３，５８７ １１，７８３ １６２，８６８ ７６５，１３０ １９，７３０
事 業 総 利 益 ③
（①－②） ５１２，５１１ ２２１，３８０ １５０，１３２ ５５，３９１ ９９，９０８ ▲１４，３００

事 業 管 理 費 ④ ３６７，３９０ １１２，８６４ ９６，９１４ ８２，３８８ ６８，３５１ ６，８７４
（うち減価償却費 ⑤－１） ３４，６１１ ３，２８３ １，９７７ ２０，９４５ ８，２７８ １２８
（うち人件費 ⑤－２） ２３５，９７８ ７４，３４７ ７７，７６４ ４２，２８６ ３６，９１９ ４，６６３
※うち共通管理費 ⑥ ４９，３３５ ４０，５５７ ２０，４６５ １７，４７６ １，２０３ ▲１２９，０３６
（うち減価償却費 ⑦－１） ２，３３０ １，８４９ ９２４ ７３２ ５１ ▲５，８８５
（うち人件費 ⑦－２） ２７，１６７ ２１，７７１ １０，６２１ １０，３４６ ６６９ ▲７０，５７４
事 業 利 益 ⑧
（③－④） １４５，１２０ １０８，５１６ ５３，２１８ ▲２６，９９７ ３１，５５７ ▲２１，１７４

事 業 外 収 益 ⑨ １５，２８９ ５，９４９ ５，０７７ ９７３ ３，２８８ ３
※うち共通分 ⑩ ５７７ ４３９ ３３８ １８３ ３ ▲１，５４１
事 業 外 費 用 ⑪ ６４ １８ １２ １３ ２１
※うち共通分 ⑫ １８ １２ １３ ６ ▲４９
経 常 利 益 ⑬
（⑧＋⑨－⑪） １６０，３４５ １１４，４４７ ５８，２８３ ▲２６，０３７ ３４，８２４ ▲２１，１７１

特 別 利 益 ⑭ ０
※うち共通分 ⑮

特 別 損 失 ⑯ ４２，０００ ３０ １４ ５ ４１，９５０ １
※うち共通分 ⑰ ３０ １４ ５ ８ １ ▲５７
税 引 前 当 期 利 益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯） １１８，３４５ １１４，４１７ ５８，２６９ ▲２６，０４２ ▲７，１２６ ▲２１，１７２

営農指導事業分配賦額 ⑲ ２１，１７２ ▲２１，１７２
営農指導事業分配賦後
税 引 前 当 期 利 益 ⑳
（⑱－⑲）

１１８，３４５ １１４，４１７ ５８，２６９ ▲４７，２１４ ▲７，１２６

（単位：％）

区 分 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業 計

共 通 管 理 費 等 ３８ ３１ １６ １４ １ １００

営 農 指 導 事 業 １００ １００

―２３―



確認書

１．私は、当 JAの令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までの事業年度にかかるディスクロー
ジャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合法
施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。

２．この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能してい
ることを確認しております。
（１）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されております。
（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、重
要な事項については理事会等に適切に報告されております。

（３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

令和３年３月２０日
根上農業協同組合
代表理事組合長 吉岡 康廣

令和２年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書及び注記表は、農業協同組合法第３７条の２
第３項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受けております。

Ⅱ 損益の状況
１．最近の５事業年度の主要な経営指標

（単位：千円、口、人、％）

種 類 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
経 常 収 益 １，５０１，８６２ １，４７９，９８２ １，５３３，５７６ １，４９５，６１０ １１８，６４８
信 用 事 業 収 益 ２４８，３８３ ２４８，３９０ ２４８，７２５ ２４４，９６７ ２３２，５２１
共 済 事 業 収 益 １７８，７５８ １６３，０９１ １６１，０８１ １６１，９１４ １５６，１２０
農業関連事業収益 ２３７，４２２ ２４７，６１７ ２１６，６９１ ２１８，２５９ ２０５，４６４
その他事業収益 ８３３，６３４ ８２０，８８３ ９０７，０７８ ８７０，４６８ ７９４，６３２

経 常 利 益 １１７，０７４ １１９，７８３ １１７，６１７ １６０，３４５ １１８，６４８
当 期 剰 余 金 ９０，４０１ ９５，５０８ ９１，５２３ ８２，０１３ ９２，３１５
出 資 金 ５６１，４００ ５６１，４００ ５６３，９００ ５６６，４６５ ５６６，２８５
（出 資 口 数） １１２，２８０ １１２，５９９ １１２，７８０ １１３，２９３ １１３，２５７
純 資 産 額 ２，４１０，８６９ ２，４７０，８７５ ２，５３６，３８３ ２，５９３，２４０ ２，６５８，９７６
総 資 産 額 ３６，５６５，０２１ ３７，７５５，９４２ ３９，０１６，１９１ ４０，９１７，５３７ ４１，４５４，９２１
貯 金 残 高 ３３，７４４，１５９ ３４，８４４，２４５ ３６，０１０，６４０ ３７，９０６，９６７ ３８，３３７，９０１
貸 出 金 残 高 １０，０２０，２７４ ９，９９０，６９０ ９，４６４，４１３ ８，５９２，１５８ ８，１６６，７５８
有 価 証 券 残 高 １０，００１ １０，００１ １０，００１ １０，０００ １０，０００
剰 余 金 配 当 金 額 ２６，７５４ １７，９９０ １８，３７９ ２２，０３２ ２２，２７４
出 資 配 当 金 １６，６４８ ８，３６４ ８，３９２ ８，３８６ ８，４１５
事業分量配当金 １０，１０６ ９，６２６ ９，９８６ １３，６４６ １３，８５９

職 員 数 ３８ ３８ ３５ ３４ ３６
単体自己資本比率 ２８．５１ ２６．９５ ２６．６４ ２４．６２ ２５．０３

７．財務諸表の正確性等にかかる確認

（注）１．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。
２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
３．信託業務の取り扱いは行っていません。
４．「単体自己資本比率」は、「農業協同組合がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２号）に
基づき算出しています。

８．会計監査人の監査

―２４―



２．利益総括表
（単位：千円、％）

３．資金運用収支の内訳
（単位：千円、％）

４．受取・支払利息の増減額
（単位：千円）

項 目
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

平 均 残 高 利 息 利 回 平 均 残 高 利 息 利 回
資 金 運 用 勘 定 ３７，４９５，９９８ ２２９，７９８ ０．６１ ３８，４８６，８３０ ２１９，７９６ ０．５７
預 金 ２８，５２１，１７９ １５７，９９７ ０．５５ ３０，１６６，１６５ １５６，１６５ ０．５２
有 価 証 券 １０，００１ ５９ ０．５９ １０，０００ ５９ ０．５９
貸 出 金 ８，９６４，８１８ ７１，７４１ ０．８０ ８，３１０，６６３ ６３，５７０ ０．７６

資 金 調 達 勘 定 ３６，１３２，９４２ ２２，３６９ ０．０６ ３７，１２９，２６４ １７，１４２ ０．０５
貯金・定期積金 ３６，１３２，７１８ ２２，３６９ ０．０６ ３７，１２９，２６４ １７，１４２ ０．０５
譲 渡 性 貯 金 ０ ０ ０．００ ０ ０ ０．００
借 入 金 ２２４ ０ ０．００ ０ ０ ０．００

総 資 金 利 ざ や ０．２４ ０．２０

項 目 令和元年度増減額 令和２年度増減額
受 取 利 息 ▲ ３，２７０ ▲ １０，００１
預 金 利 息 ５，７９５ １，９７１
有 価 証 券 利 息 ０ ０
貸 出 金 利 息 ▲ １１，７７０ ▲ ８，１７０
そ の 他 受 入 利 息 ２，７０５ ▲ ３，８０２

支 払 利 息 ▲ ５，３２８ ▲ ５，０８６
貯 金 利 息 ▲ ５，１６１ ▲ ５，０１８
給付補�備金繰入 ▲ ２３０ ▲ ２０７
譲 渡 性 貯 金 利 息 ０ ０
借 入 金 利 息 ▲ ６ ０
そ の 他 支 払 利 息 ６９ １３９

差 引 ２，０５８ ▲ ４，９１５

（注） 総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価（資金調達利回り＋経費率）

（注） 増減額は前年度対比です。

項 目 令和元年度 令和２年度 増 減
資 金 運 用 収 益 ２２９，７９８ ２１９，７９６ ▲ １０，００２
役 務 取 引 等 収 益 ６，６０３ ６，４１１ ▲ １９２
その他信用事業収益 ８，５６５ ６，３１３ ▲ ２，２５２
合 計 ２４４，９６７ ２３２，５２１ ▲ １２，４４６

資 金 調 達 費 用 ２２，８０２ １７，７１５ ▲ ５，０８７
役 務 取 引 等 費 用 ３，４２９ ３，２４０ ▲ １８９
その他信用事業費用 ▲ ２，６４５ ２３，９００ ２６，５４５
合 計 ２３，５８６ ４４，８５６ ２１，２７０

信 用 事 業 粗 利 益 ２２１，３８０ １８７，６６５ ▲ ３３，７１５
信用事業粗利益率 ０．５６ ０．４７ ▲ ０．０９
事 業 粗 利 益 ５１２，５１０ ４７５，９７２ ▲ ３６，５３８
事 業 粗 利 益 率 １．２５ １．１５ ▲ ０．１０
事 業 純 益 １２７，３４７
実 質 事 業 純 益 １２７，３４７
コ ア 事 業 純 益 １２７，２８７
コ ア 事 業 純 益
（投資信託解約損益を除く） １２７，２８７

（※）がついている科目は、令和２年度開示分より区分して記載することとしたため、令和元年度の記載はございません。
（注）１．信用事業粗利益率＝信用事業総利益／信用事業資産（債務保証見返を除く）平均残高×１００

２．事業粗利益率＝事業総利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×１００

（※）
（※）
（※）
（※）

―２５―



Ⅲ 事業の概況
１．信 用 事 業
（１）貯 金

① 種類別貯金平均残高
（単位：百万円）

② 定期貯金残高
（単位：百万円）

（２）貸 出 金
① 種類別貸出金平均残高

（単位：百万円）

② 貸出金金利条件別内訳残高
（単位：百万円）

③ 貸出金担保別内訳残高
（単位：百万円）

種 類 令和元年度 令和２年度 増 減
手 形 貸 付 金 ０ ０ ０
証 書 貸 付 金 ８，８５４ ８，２７６ ▲ ５７８
当 座 貸 越 ４２ ３４ ▲ ８
金 融 機 関 貸 付 ６８ ０ ▲ ６８
合 計 ８，９６４ ８，３１０ ▲ ６５４

割 引 手 形 ０ ０ ０

種 類 令和元年度 令和２年度 増 減
要 求 払 貯 金 ７，２７６ ７，９２０ ６４５
当 座 貯 金 ２０ ２５ ５
普 通 貯 金 ７，１０６ ７，７７７ ６７２
貯 蓄 貯 金 ６３ ７２ ９
通 知 貯 金 ７９ ３９ ▲ ４０
別 段 貯 金 ３ ３ ０
そ の 他 の 貯 金 ５ ３ ▲ ２

定 期 性 貯 金 ２８，８５５ ２９，２０８ ３５３
定 期 貯 金 ２６，８６７ ２７，６０９ ７４２
財 形 貯 蓄 ５０ ４９ ▲ １
積 立 定 期 貯 金 ５１ ４４ ▲ ７
定 期 積 金 １，８８７ １，５０５ ▲ ３８２
そ の 他 の 貯 金 ０ ０ ０

計 ３６，１３１ ３７，１２９ ９９８
譲 渡 性 貯 金 ０ ０ ０
合 計 ３６，１３１ ３７，１２９ ９９８

種 類 令和元年度 令和２年度 増 減
定 期 貯 金 ２６，９６９ ２７，７０２ ７３３
うち固定金利定期 ２６，９６１ ２７，６９２ ７３１
うち変動金利定期 ７ ９ ２

種 類 令和元年度 令和２年度 増 減
固 定 金 利 貸 出 ８，３５６ ７，９２８ ▲ ４２８
変 動 金 利 貸 出 ２０４ ２１１ ７
そ の 他 貸 出 ３２ ２７ ▲ ５
合 計 ８，５９２ ８，１６６ ▲ ４２６

種 類 令和元年度 令和２年度 増 減

担

保

貯 金 ２６０ ２３６ ▲ ２４
有 価 証 券 ０ ０ ０
動 産 ０ ０ ０
不 動 産 ０ ０ ０
そ の 他 担 保 １９９ １６１ ▲ ３８

計 ４６０ ３９８ ▲ ６２

保
証

農業信用基金協会保証 ２，３１７ ２，４８６ １６９
そ の 他 保 証 ３４３ ３２８ ▲ １５

計 ２，６６２ ２，８１５ １５３
信 用 ５，４６９ ４，９５３ ▲ ５１６
合 計 ８，５９２ ８，１６６ ▲ ４２６

―２６―



④ 債務保証見返額担保別内訳残高
（単位：百万円）

⑤ 貸出金使途別内訳残高
（単位：百万円）

⑥ 貸出金業種別残高
（単位：百万円、％）

⑦ 主要な農業関係の貸出金残高
１）営農類型別

（単位：百万円）

種 類 令和元年度 令和２年度 増 減
設 備 資 金 ２，８５３ ２，９３３ ８０
運 転 資 金 ５，７３９ ５，２３３ ▲ ５０６
合 計 ８，５９２ ８，１６６ ▲ ４２６

種 類 令和元年度 令和２年度 増 減
貯 金 等 ０ ０ ０
有 価 証 券 ０ ０ ０
動 産 ０ ０ ０
不 動 産 ０ ０ ０
そ の 他 担 保 ０ ０ ０

計 ０ ０ ０
信 用 ０ ０ ０
合 計 ０ ０ ０

（注） 運転資金には「農業運転」、「事業運転」、「生活関連（自動車ローンは除く）」が該当します。

種 類 令和元年度 構 成 比 令和２年度 構 成 比 増 減

法

人

農 業 ・ 林 業 １４６ １．７ １３４ １．７ ▲ １２
水 産 業 ０ ０．０ ０ ０．０ ０
製 造 業 ９３３ １０．９ ９１５ １１．３ ▲ １８
鉱 業 １５ ０．２ １５ ０．１ ０
建 設 業 １３２ １．５ １１８ １．４ ▲ １４
不 動 産 業 １４１ １．６ １２９ １．５ ▲ １２
電気・ガス・熱供給・水道業 ３３ ０．４ ２８ ０．３ ▲ ５
運 輸 ・ 通 信 業 １１６ １．３ １０３ １．２ ▲ １３
卸売・小売・飲食業 ５６ ０．６ ５２ ０．６ ▲ ４
サ ー ビ ス 業 ２５０ ２．９ ２８５ ３．４ ３５
金 融 ・ 保 険 業 ３ ０．１ １ ０．１ ▲ ２
地 方 公 共 団 体 ５，４１２ ６３．０ ４，９１０ ６０．３ ▲ ５０２
そ の 他 ３ ０．１ ２ ０．１ ▲ １

個 人 １，３４６ １５．７ １，４６８ １８．０ １２２
合 計 ８，５９２ １００．０ ８，１６６ １００．０ ▲ ４２６

種 類 令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 増 減
農 業 ９３ ８９ ▲ ４
穀 作 ６６ ７９ １３
野 菜 ・ 園 芸 ０ ０ ０
果 樹 ・ 樹 園 農 業 ０ ０ ０
工 芸 作 物 ０ ０ ０
養豚・肉牛・酪農 ９ ０ ▲ ９
養 鶏 ・ 養 卵 ０ ０ ０
養 蚕 ０ ０ ０
そ の 他 農 業 １８ １０ ▲ ８

農 業 関 連 団 体 等 ０ ０ ０
合 計 ９３ ８９ ▲ ４

（注）１．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人及び農業関連団体等に対する農業生産・農業経営に必要な資金や、農産物の生産・
加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。
なお、上記⑥の貸出金の業種別残高の「農業」は、農業者や農業法人等に対する貸出金の残高です。

２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス業、農業所得が従となる農業者等が含
まれています。

３．「農業関連団体等」には、JAや全農とその子会社等が含まれています。

―２７―



２）資金種類別
〔貸出金〕

（単位：百万円）

〔受託貸付金〕
（単位：百万円）

⑧ リスク管理債権額
（単位：百万円）

⑨ 金融再生法開示債権区分に基づく保全状況
（単位：百万円、％）

⑩ 元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況

該当する取引はありません。

項 目 令和元年度 令和２年度 増 減
破 綻 先 債 権 額 ４ ０ ▲ ４
延 滞 債 権 額 ２７ ２４ ▲ ３
３ カ 月 以 上 延 滞 債 権 額 ０ ０ ０
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 ０ ０ ０
リ ス ク 管 理 債 権 合 計 額 ３１ ２４ ▲ ７

項 目 令和元年度 令和２年度 増 減
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 １１ １ ▲ １０
危 険 債 権 ２０ ２３ ３
要 管 理 債 権 ０ ０ ０

小計（金融再生法開示債権合計額） （Ａ） ３１ ２４ ▲ ７

保 全 額 （ 合 計 ） （Ｂ） ３１ ２４ ▲ ７
貸 倒 引 当 金 ７ １ ▲ ６
担 保 ・ 保 証 等 に よ る 保 全 額 ２４ ２３ ▲ １

保 全 率 （Ｂ）／（Ａ） １００ １００ ０
正 常 債 権 ８，５７２ ８，１５２ ▲ ４２０
債 権 額 合 計 ８，６０３ ８，１７６ ▲ ４２７

種 類 令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 増 減
プ ロ パ ー 資 金 ６７ ５３ ▲ １４
農 業 制 度 資 金 ２６ ３６ １０
うち農業近代化資金 ２６ ３６ １０
うちその他制度資金 ０ ０ ０
合 計 ９３ ８９ ▲ ４

（注）１．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいます。
２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利子補給等を行うことで JAが低
利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、ここでは①の転貸資金と②を対象としています。

３．その他制度資金には、農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）や農業経営負担軽減支援資金などが該当します。

種 類 令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 増 減
日本政策金融公庫資金 ０ ０ ０
そ の 他 ０ ０ ０
合 計 ０ ０ ０

―２８―



○ 不良債権に関わるディスクロージャーとして、農業協同組合法に基づくもの（リスク管理債権）と金融
機能の再生のための緊急措置に関する法律（以下、「金融再生法」という。）に基づくもの（金融再生法開
示債権）があり、自己査定に基づいて決定された債務者区分に従って開示区分が決定されます。なお、当
JAは金融再生法の対象とはなっていませんが、参考として同法の定める基準に従い債権額を掲載してお
ります。

○ 自己査定と金融再生法開示債権、リスク管理債権との関係 （単位：百万円）

自己査定債務者区分 金融再生法開示債権 リ ス ク 管 理 債 権

（総与信ベース） （信用事業与信額べース、
要管理債権は貸出金元金） （貸出金元金ベース）

破 綻 先
破産更生債権及び
これらに準ずる債権

（ア） １

破 綻 先 債 権（Ａ） ０

（注３）

実 質 破 綻 先

延 滞 債 権（Ｂ） ２４
（注１）

破 綻 懸 念 先
危 険 債 権（イ） ２３

（注１） （注３）

要注意先

要管理先
要 管 理 債 権（ウ） ０

３カ月以上延滞債権（Ｃ） ０

貸出条件緩和債権（Ｄ） ０

（注２）

その他の
要注意先

正 常 債 権（エ） ８，１５２

（注１） 経済未収金等信用事業以外の債権に
よる差額

（注２）（Ｃ）又は（Ｄ）以外の他の貸出金及び
貸出金以外の債権による差額

（注３） 総与信と貸出金元金の差額
正 常 先

（注１）

合 計（ア）＋（イ）＋（ウ）＋（エ） ８，１７６

開示債権合計額（ア）＋（イ）＋（ウ） ２４ リスク管理債権計（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） ２４

（正常債権８，１５２百万円を除く）

○ 金融再生法開示債権の用語説明

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産などの事由により経営破綻に陥っている先に対
する債権やこれらに準ずる債権

危 険 債 権

経営破綻の状態には至っていないが、財政状態や経
営成績が悪化して、契約に従った債権の元本の回収
及び利息の受取りができない可能性の高い債権

要 管 理 債 権

３カ月以上延滞債権と貸出条件緩和債権で、「破産
更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」に
該当しないもの

正 常 債 権

財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債
権」「要管理債権」以外のものに区分される債権

○ リスク管理債権の用語説明

破 綻 先 債 権

未収利息を計上していない貸出金のうち、破産法な
どの法的手続きが取られている先や手形交換所で取
引停止処分などを受けた先に対する貸出金

延 滞 債 権

未収利息を計上していない貸出金であって、破綻先
債権及びお取引先の経営再建や支援を図るために利
息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金

３カ月以上延滞債権

元本や利息の支払いが約定支払日の翌日から３カ月
以上遅延している貸出金で、「破綻先債権」「延滞債
権」に該当しないもの

貸出条件緩和債権

お取引先の経営再建や支援のために、金利の減免、
元本の支払猶予、債権放棄など、お取引先に有利な
取り決めを行った貸出金で、「破綻先債権」「延滞債
権」「３カ月以上延滞債権」に該当しないもの

―２９―



⑪ 貸倒引当金内訳
（単位：千円）

⑫ 貸出金償却額
（単位：千円）

（３）内国為替取り扱い実績
（単位：件、千円）

（４）有 価 証 券
① 保有有価証券平均残高

（単位：千円）

種 目
令 和 元 年 度

期 首 残 高 期中増加額
期 中 減 少 額

期 末 残 高
目 的 使 用 そ の 他

一 般 貸 倒 引 当 金 ３０，５０４ ４７６ ３０，５０４ ４７６
個 別 貸 倒 引 当 金 １１，２５５ ７，３０４ ０ １１，２５５ ７，３０４
合 計 ４１，７５９ ７，７８０ ０ ４１，７５９ ７，７８０

種 目
令 和 ２ 年 度

期 首 残 高 期中増加額
期 中 減 少 額

期 末 残 高
目 的 使 用 そ の 他

一 般 貸 倒 引 当 金 ４７６ ４０３ ４７６ ４０３
個 別 貸 倒 引 当 金 ７，３０４ １，４２０ １０８ ７，１９６ １，４２０
合 計 ７，７８０ １，８２３ １０８ ７，６７２ １，８２３

項 目 令和元年度 令和２年度
貸 出 金 償 却 額 ０ ０

種 類 令和元年度 令和２年度 増 減
国 債 １０，００１ １０，０００ ▲ １
地 方 債 ０ ０ ０
政 府 保 証 債 ０ ０ ０
金 融 債 ０ ０ ０
社 債 ０ ０ ０
株 式 ０ ０ ０
受 益 証 券 ０ ０ ０
貸 付 有 価 証 券 ０ ０ ０
合 計 １０，００１ １０，０００ ▲ １

商 品 国 債 ０ ０ ０

種 類
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

仕 向 被 仕 向 仕 向 被 仕 向
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

送金・振込為替 ３，７３１ ３，２９４，５６０ ３５，１８１ １３，１３５，１６６ ３，４７２ ２７，２９６，２０２ ３７，４９０ １０，７３０，２０８
代金取立為替 ０ ０ ９ １，５１１ ０ ０ ２ ５，３３６
雑 為 替 １８３ ３５，７３７ １３１ ８，５９２ １７１ ４６，０７１ １３６ ６，００４
合 計 ３，９１４ ３，３３０，２９８ ３５，３２１ １３，１４５，２７０ ３，６４３ ２，８４２，２７３ ３７，６２８ １０，７４１，５４８

―３０―



② 保有有価証券残存期間別残高
（単位：千円）

③ 有価証券の時価情報
［売買目的有価証券］

該当する取引はありません。

［満期保有目的の債券］
（単位：千円）

種 類
令 和 元 年 度

１年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 １０ 年 超 期間の定め

のないもの 合 計

国 債 ０ ０ １０，０００ ０ ０ ０ ０ １０，０００
地 方 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
政府保証債 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
金 融 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
社 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
株 式 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
受 益 証 券 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
貸付有価証券 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
合 計 ０ ０ １０，０００ ０ ０ ０ ０ １０，０００

種 類
令 和 ２ 年 度

１年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 １０ 年 超 期間の定め

のないもの 合 計

国 債 ０ ０ １０，０００ ０ ０ ０ ０ １０，０００
地 方 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
政府保証債 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
金 融 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
社 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
株 式 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
受 益 証 券 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
貸付有価証券 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
合 計 ０ ０ １０，０００ ０ ０ ０ ０ １０，０００

種 類

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
貸借対照表
計上額
（Ａ）

時 価
（Ｂ）

差 額
（Ｂ）－（Ａ）

貸借対照表
計上額
（Ａ）

時 価
（Ｂ）

差 額
（Ｂ）－（Ａ）

時価が貸
借対照表
計上額を
超えるも
の

国 債 １０，０００ １０，３１０ ３１０ １０，０００ １０，２３３ ２３３
地 方 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
政府保証債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
金 融 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
短 期 社 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
社 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
その他の証券 ０ ０ ０ ０ ０ ０
小 計 １０，０００ １０，３１０ ３１０ １０，０００ １０，２３３ ２３３

時価が貸
借対照表
計上額を
超えない
もの

国 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
地 方 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
政府保証債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
金 融 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
短 期 社 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
社 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
その他の証券 ０ ０ ０ ０ ０ ０
小 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０

合 計 １０，０００ １０，３１０ ３１０ １０，０００ １０，２３３ ２３３
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［その他有価証券］ （単位：千円）

④ 金銭の信託の時価情報
［運用目的の金銭の信託］

該当する取引はありません。

［満期保有目的の金銭の信託］

該当する取引はありません。

［その他の金銭の信託］ （単位：千円）

２．共済取り扱い実績
（１）長期共済新契約高・長期共済保有高 （単位：千円）

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

貸借対
照表計
上額

時 価 差 額

うち貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えるも
の

うち貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの

貸借対
照表計
上額

時 価 差 額

うち貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えるも
の

うち貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの

その他の金
銭の信託 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

種 類
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高

生
命
総
合
共
済

終 身 共 済 ７６４，８７４ ２７，６７０，７２２ ５２１，９９８ ２５，８７９，３７６
定期生命共済 １６４，８００ ２８２，０００ ３８４，０００ ６５８，３００
養老生命共済 １７８，８００ ６，４３２，１８６ １２０，９００ ５，６８５，９２９
うちこども共済 １６５，３００ ３，６２６，３７５ １２０，９００ ３，５５４，９７５
医 療 共 済 ４０，０００ ６３１，３００ ３８，０００ ５４９，３００
が ん 共 済 ０ ９３，５００ ０ ９４，０００
定期医療共済 ０ ６１，２００ ０ ５４，０００
介 護 共 済 ６５，２５５ １７４，４０８ １２１，２８９ ２９４，０８９
年 金 共 済 ０ ０ ０ ０

建 物 更 生 共 済 ５，１６７，３３０ ３８，７７１，２８５ ４，５５０，９１０ ３７，７７２，４４５
合 計 ６，３８１，０６０ ７４，１１６，６０３ ５，７３７，０９８ ７０，９８７，４４０

（注） 金額は、保障金額（がん共済はがん死亡共済金額、医療共済及び定期医療共済は死亡給付金額（付加された定期特約金額等を含
む）、年金共済は付加された定期特約金額）を表示しています。

種 類

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
貸借対照表
計上額
（Ａ）

取得原価又
は償却原価
（Ｂ）

差 額
（Ａ）－（Ｂ）

貸借対照表
計上額
（Ａ）

取得原価又
は償却原価
（Ｂ）

差 額
（Ａ）－（Ｂ）

貸借対照
表計上額
が取得原
価又は償
却原価を
超えるも
の

株 式 ０ ０ ０ ０ ０ ０
債 券 ０ ０ ０ ０ ０ ０
国 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
地 方 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
短期社債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
社 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０

その他の証券 ０ ０ ０ ０ ０ ０
小 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０

貸借対照
表計上額
が取得原
価又は償
却原価を
超えない
もの

株 式 ０ ０ ０ ０ ０ ０
債 券 ０ ０ ０ ０ ０ ０
国 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
地 方 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
短期社債 ０ ０ ０ ０ ０ ０
社 債 ０ ０ ０ ０ ０ ０

その他の証券 ０ ０ ０ ０ ０ ０
小 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０

合 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０

（注）「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」は、それぞれ「差額」の
内訳であります。
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（２）医療系共済の入院共済金額保有高
（単位：千円）

（３）介護共済・生活障害共済・特定重度疾病共済の共済金額保有高
（単位：千円）

（４）年金共済の年金保有高
（単位：千円）

（５）短期共済新契約高
（単位：千円）

３．その他事業の実績
（１）購買品取り扱い高

（単位：千円）

（２）受託販売品取り扱い高
（単位：千円）

種 類 令和元年度 令和２年度
火 災 共 済 ８，９７６ ８，６６６
自 動 車 共 済 １０９，６８８ １１７，０２２
傷 害 共 済 ６，２０３ ６，１２０
団体定期生命共済 ０ ０
定額定期生命共済 ０ ０
賠 償 責 任 共 済 ８２ １１９
自 賠 責 共 済 １８，６９３ １３，４９６
合 計 １４３，６４４ １４５，４２５

項 目
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

供 給 高 手 数 料 供 給 高 手 数 料
生 産 資 材 ７９７，２９７ ６６，４６２ ７３１，７６２ ６７，６５０
生 活 物 資 １７７，３３９ ６２，８１４ １５７，０７６ ５７，８５０
合 計 ９７４，６３６ １２９，２７６ ８８８，８３８ １２５，５００

（注） 金額は受入共済掛金を表示しています。

項 目
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高
年 金 開 始 前 ９４，０３６ ５０３，１１０ ９２，４０８ ５７２，５１５
年 金 開 始 後 ０ ８７，３５８ ０ ９６，０４９
合 計 ９４，０３６ ５９０，４６９ ９２，４０８ ６６８，５６５

（注） 金額は、年金金額（利率変動型年金にあっては、最低保証年金金額）を表示しています。

種 類
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高
介 護 共 済 ９２，１５７ ３４７，９５３ １４０，６４３ ４７８，４５７
生活障害共済（一時金型） ２３７，０００ ３１６，８００ ３７７，０００ ６７５，８００
生活障害共済（定期年金型） ９，９００ １８，７００ １７，５００ ３３，８００
特定重度疾病共済 ６５，１００ ６５，１００

（※）がついている科目は、令和２年度開示分より区分して記載することとしたため、令和元年度の記載はございません。
（注） 金額は、介護共済は介護共済金額、生活障害共済は生活障害共済金額または生活障害年金年額、特定重度疾病共済は特定重度疾

病共済金額を表示しています。

項 目
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

販 売 高 手 数 料 販 売 高 手 数 料
米 ２１１，６２９ １１，４７５ ２１３，６７２ １０，８８３

米 以 外 の 農 産 物 ６１，４４１ ５，７２０ ５７，４５５ ５，６２１
畜 産 物 ０ ０ ０ ０
合 計 ２７３，０７０ １７，１９５ ２７１，１２８ １６，５０４

（注） 金額は、入院共済金額を表示しています。

項 目
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高
医 療 共 済 ７１４ １３，０４８ ９１６ １３，３４７
が ん 共 済 ２０４ ２，５８０ ３５０ ２，８６０
定 期 医 療 共 済 ０ ２９７ ０ ２５１

（※）
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（３）保管事業取り扱い実績
（単位：千円）

（４）加工事業取り扱い実績
（単位：千円）

（５）利用事業取り扱い実績
（単位：千円）

（６）介護事業取り扱い実績
（単位：千円）

（７）指導事業の収支内訳
（単位：千円）

項 目 令和元年度 令和２年度

収
益

保 管 料 ７，４８７ ６，６１４
荷 役 料 ０ ０
その他の収益 ０ ０

費
用

保 管 材 料 費 ０ ０
保 管 労 務 費 ０ ０
その他の費用 １，２３２ １，１４１

差 引 ６，２５４ ５，４７２

種 類
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

販 売 高 手 数 料 販 売 高 手 数 料
加 工 事 業 １０，９２３ １，７０４ １１，８６２ ２，７７４
合 計 １０，９２３ １，７０４ １１，８６２ ２，７７４

種 類
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

取り扱い金額 手 数 料 取り扱い金額 手 数 料
ラ イ ス セ ン タ ー １７，０３５ ３，６７２ １６，９６１ １０，０７６
育 苗 セ ン タ ー １５，８９２ ８，７８０ １６，０２８ ５，７９４
そ の 他 ４，１８０ １，７４７ ３，８９８ ２，１２３
旅 行 ３９１ ３９１ ９１８ ９１８
合 計 ３７，４９８ １４，５９０ ３７，８０５ １８，９１１

項 目 令和元年度 令和２年度

収
益

訪問介護収益 ０ ０
居宅介護支援収益 ０ ０
その他の収益 ０ ０

費
用

介 護 労 務 費 ０ ０
その他の費用 ０ ０

差 引 ０ ０

項 目 令和元年度 令和２年度

収

入

賦 課 金 ０ ０
指導事業補助金 ３，５３４ ５１３
実 費 収 入 １，８９６ ５３９
その他の収入 ０ ０

支

出

営 農 改 善 費 １１，３４６ ８，４６６
生活文化事業費 ３，９２１ １，６４７
教 育 情 報 費 １，８２０ １，９１２
協力団体育成費 ２，６００ ２，６００
農 政 活 動 費 ４１ ５９
相 談 活 動 費 ０ ０

差 引 ▲ １４，２９９ ▲ １３，６３２
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項 目 内 容
発行主体 根上農業協同組合
資本調達手段の種類 普通出資
コア資本に係る基礎項目に算入した額 ５６６百万円（前年度 ５６６百万円）

Ⅳ 経営諸指標
１．利 益 率

（単位：％）

２．貯貸率・貯証率
（単位：％）

Ⅴ 自己資本の充実の状況
１．自己資本の状況

◇自己資本比率の状況
当 JAでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務

基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及
び業務の効率化に取り組んだ結果、令和２年１２月末における自己資本比率は、２５．０３％となりました。

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実
当 JAの自己資本は、組合員の普通出資によっています。
○ 普通出資による資本調達額

当 JAは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出
して、当 JAが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した
十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。

項 目 令和元年度 令和２年度 増 減
総資産経常利益率 ０．４０ ０．２９ ▲ ０．１１
資 本 経 常 利 益 率 ６．３６ ４．４６ ▲ １．９０
総資産当期純利益率 ０．２０ ０．２２ ０．０２
資本当期純利益率 ３．２５ ３．４７ ０．２２

（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×１００
２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×１００
３．総資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×１００
４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×１００

区 分 令和元年度 令和２年度 増 減

貯 貸 率
期 末 ２２．６７ ２１．３０ ▲ １．３７
期中平均 ２４．８２ ２２．３９ ▲ ２．４３

貯 証 率
期 末 ０．０３ ０．０３ ０．００
期中平均 ０．０３ ０．０３ ０．００

（注）１．貯貸率（期 末）＝貸出金残高／貯金残高×１００
２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×１００
３．貯証率（期 末）＝有価証券残高／貯金残高×１００
４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×１００
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２．自己資本の構成に関する事項
（単位：百万円、％）

項 目 前期末 当期末
コア資本に係る基礎項目
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員
資本の額

２，５６６ ２，６３６

うち、出資金及び資本準備金の額 ５６６ ５６６
うち、再評価積立金の額 ０
うち、利益剰余金の額 ２，０２３ ２，０９３
うち、外部流出予定額（▲） ２２ ２２
うち、上記以外に該当するものの額 ▲ １ ▲ １

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金
の合計額

１ １

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 １ １
うち、適格引当金コア資本算入額 ０ ０

適格旧資本調達手段の額のうちコア資本に係る基
礎項目の額に含まれる額

０ ０

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて
発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額

０ ０

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の
４５％に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項
目の額に含まれる額

０ ０

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） ２，５６７ ２，６３７
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライ
ツに係るものを除く。）の額の合計額

１ １

うち、のれんに係るものの額 ０ ０
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・
ライツに係るもの以外の額

１ １

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ０ ０
適格引当金不足額 ０ ０
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ０ ０
負債の時価評価により生じた時価評価差額であっ
て自己資本に算入される額

０ ０

前払年金費用の額 ０ ０
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるも
のを除く。）の額

０ ０

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本
調達手段の額

０ ０

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 ０ ０
特定項目に係る１０％基準超過額 ０ ０
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該
当するものに関連するものの額

０ ０

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係
る無形固定資産に関連するものの額

０ ０

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限
る。）に関連するものの額

０ ０

特定項目に係る１５％基準超過額 ０ ０
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該
当するものに関連するものの額

０ ０

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係
る無形固定資産に関連するものの額

０ ０

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限
る。）に関連するものの額

０ ０

―３６―



（単位：百万円、％）

項 目 前期末 当期末
コア資本に係る調整項目の額 （ロ） １ ０
自己資本
自己資本の額 （ハ）＝（イ）－（ロ） ２，５６６ ２，６３７
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額 ９，４８７ ９，６０６
うち、経過措置により、リスク・アセットの額
に算入される額の合計額

０ ０

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー ０ ０
うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額
の差額に係るものの額

０ ０

うち、上記以外に該当するものの額 ０ ０
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％
で除して得た額

９３１ ９２５

信用リスク・アセット調整額 ０ ０
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ０ ０
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） １０，４１９ １０，５３１
自己資本比率
自己資本比率 （ハ）／（ニ） ２４．６２ ２５．０３

（注）１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しています。
２．当 JAは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用リスク削減手法の
簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。

３．当 JAが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

―３７―



３．自己資本の充実度に関する事項

信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳
（単位：百万円）

信用リスク・アセット

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
現 金 ８４ ０ ０ ９９ ０ ０
我が国の中央政府及び中央銀行向け ０ ０ ０ １０ ０ ０
外国の中央政府及び中央銀行向け ０ ０ ０ ０ ０ ０
国 際 決 済 銀 行 等 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け ５，４２２ ０ ０ ４，９１８ ０ ０
外国の中央政府等以外の公共部門向け ０ ０ ０ ０ ０ ０
国 際 開 発 銀 行 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
地 方 三 公 社 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け ３０，５８４ ６，１１７ ２４５ ３１，５４９ ６，３１０ ２５２
法 人 等 向 け １０ ０ ０ ９ ０ ０
中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け ７０ ２４ １ ６５ ２１ １
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン ４６６ １５７ ６ ４１０ １４０ ５
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け ２７ ２４ １ １７ １６ １
三 月 以 上 延 滞 等 １０ ２ １ ２ １ ０
取 立 未 済 手 形 ０ ０ ０ ０ ０ ０
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 ２，３１９ ２２８ ９ ２，４８７ ２４４ １０
株式会社地域経済活性化支援機構等に
よる保証付 ０ ０ ０ ０ ０ ０

共 済 約 款 貸 付 ０ ０ ０ ０ ０ ０
出 資 等 ６３ ６３ ３ ６３ ６３ ３
（うち出資等のエクスポージャー） ６３ ６３ ３ ６３ ６３ ３
（うち重要な出資のエクスポージャー） ０ ０ ０ ０ ０ ０

上 記 以 外 １，８７０ ２，８７２ １１５ １，８０８ ２，８１０ １１２
（うち他の金融機関等の対象資本等
調達手段のうち対象普通出資等及
びその他外部 TLAC関連調達手段
に該当するもの以外のものに係る
エクスポージャー）

０ ０ ０ ０ ０ ０

（うち農林中央金庫又は農業協同組
合連合会の対象資本調達手段に係
るエクスポージャー）

７９０ １，９７５ ７９ ７９０ １，９７５ ７９

（うち特定項目のうち調整項目に算
入されない部分に係るエクスポー
ジャー）

２０ ５１ ２ ５ １３ １

（うち総株主等の議決権の百分の十
を超える議決権を保有している他
の金融機関等に係るその他外部
TLAC関連調達手段に関するエク
スポージャー）

０ ０ ０ ０ ０ ０

（うち総株主等の議決権の百分の十
を超える議決権を保有していない
他の金融機関等に係るその他外部
TLAC関連調達手段に係る５％基
準額を上回る部分に係るエクス
ポージャー）

０ ０ ０ ０ ０ ０

（うち上記以外のエクスポージャー） １，０５９ ８４６ ３４ １，０１３ ８２２ ３３

―３８―



信用リスク・アセット

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
証 券 化 ０ ０ ０ ０ ０ ０
（う ち S T C 要 件 適 用 分） ０ ０ ０ ０ ０ ０
（う ち 非 S T C 適 用 分） ０ ０ ０ ０ ０ ０

再 証 券 化 ０ ０ ０ ０ ０ ０
リスク・ウェイトのみなし計算が適用
されるエクスポージャー ０ ０ ０ ０ ０ ０

（う ち ル ッ ク ス ル ー 方 式） ０ ０ ０ ０ ０ ０
（う ち マ ン デ ー ト 方 式） － － － － － －
（う ち 蓋 然 性 方 式 ２５０％） － － － － － －
（う ち 蓋 然 性 方 式 ４００％） － － － － － －
（う ち フ ォ ー ル バ ッ ク 方 式） － － － － － －

経過措置によりリスク・アセットの額に
算入されるものの額 ０ ０ ０ ０ ０ ０

他の金融機関等の対象資本調達手段に
係るエクスポージャーに係る経過措置
によりリスク・アセットの額に算入さ
れなかったものの額（▲）

０ ０ ０ ０ ０ ０

標準的手法を適用するエクスポージャー別計 ４０，９２３ ９，４８８ ３８０ ４１，４４０ ９，６０６ ３８４
C V A リ ス ク 相 当 額 ÷ ８％ ０ ０ ０ － ０ ０
中央清算機関関連エクスポージャー ０ ０ ０ ０ ０ ０
合計（信用リスク・アセットの額） ４０，９２３ ９，４８８ ３８０ ４１，４４０ ９，６０６ ３８４

オペレーショナル・リスクに対する
所要自己資本の額

〈基礎的手法〉

オペレーショナル・リス
ク相当額を８％で除して
得た額

所要自己
資本額

オペレーショナル・リス
ク相当額を８％で除して
得た額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
９３２ ３７ ９２６ ３７

総所要自己資本額

リスク・アセット等
（分母）計

総所要自己
資本額

リスク・アセット等
（分母）計

総所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
１０，４１９ ４１６ １０，５３２ ４２１

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載し
ています。

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証
券等が該当します。

３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャー
のことです。

４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。
５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層
化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの
額及び調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。

７．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証ま
たはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。

８．当 JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。
〈オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）〉
（粗利益（正の値の場合に限る）×１５％）の直近３年間の合計額

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数
÷８％

―３９―



４．信用リスクに関する事項

① 標準的手法に関する事項

当 JAでは自己資本比率算出要領にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により
算出しています。

② 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上延滞エクスポー
ジャーの期末残高

（単位：百万円）

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が適用さ
れるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商
品取引の与信相当額を含みます。

２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャー
を含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が融資を実行す
る契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。
３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引のものをいいます。
４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクスポージャー
をいいます。

５．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。
６．当 JAでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略しています。

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
信用リスクに関するエクスポージャーの残高 三月以上

延滞エクス
ポージャー
期末残高

信用リスクに関するエクスポージャーの残高 三月以上
延滞エクス
ポージャー
期末残高

うち貸
出金等

うち
債券

うち店頭デ
リバティブ

うち貸
出金等

うち
債券

うち店頭デ
リバティブ

法

人

農 業 ２４ ２４ ０ ０ ０ ４０ ３０ ０ ０ ０
林 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
水 産 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
製 造 業 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
鉱 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
建設・不動
産業 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

電気・ガス・
熱供給・水
道業

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

運輸・通信業 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
金融・保険業 ３１，３９２ ０ ０ ０ ０ ３２，３５８ ０ ０ ０ ０
卸売・小売・
飲食・サー
ビス業

５１ １０ ０ ０ ０ ４５ ９ ０ ０ ０

日本国政府・
地方公共団体 ５，４２２ ５，４２２ ０ ０ ０ ４，９１８ ４，９１８ ０ ０ ０

上 記 以 外 １４ １３ ０ ０ ０ ２０ １０ ０ ０ ０
個 人 ３，１３４ ３，１３４ ０ ０ ９ ３，２０９ ３，２０９ ０ ０ ２
そ の 他 ８８２ ０ ０ ０ １ ８５０ ０ ０ ０ ０
業 種 別 残 高 計 ４０，９２３ ８，６０３ ０ ０ １０ ４１，４４０ ８，１７６ ０ ０ ２
１ 年 以 下 ３０，６４７ ６３ ０ ０ ３１，６３１ ８１ ０ ０
１年超３年以下 ３３５ ３３５ ０ ０ １２５ １２５ ０ ０
３年超５年以下 １８５ １８５ ０ ０ １９２ １９２ ０ ０
５年超７年以下 ２１４ ２１４ ０ ０ ２４０ ２４０ ０ ０
７年超１０年以下 ５７０ ５７０ ０ ０ ５０５ ５０５ ０ ０
１０ 年 超 ７，２００ ７，２００ ０ ０ ７，００３ ７，００３ ０ ０
期限の定めのないもの １，７７２ ３６ ０ ０ １，７４４ ３０ ０ ０
残存期間別残高計 ４０，９２３ ８，６０３ ０ ０ ４１，４４０ ８，１７６ ０ ０

―４０―



③ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

④ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却等の額
（単位：百万円）

⑤ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウェイト１２５０％を適用する残高
（単位：百万円）

区 分

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

貸出金
償 却

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

貸出金
償 却目的

使用 その他 目的
使用 その他

法

人

農 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
林 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
水 産 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
製 造 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
鉱 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
建設・不動
産業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

電気・ガス・
熱供給・水
道業

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

運輸・通信業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
金融・保険業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
卸売・小売・
飲食・サー
ビス業

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

上 記 以 外 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
個 人 １１ ７ ０ １１ ７ ０ ７ １ １ ６ １ ０
業 種 別 残 高 計 １１ ７ ０ １１ ７ ０ ７ １ １ ６ １ ０

（注） 当 JAでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略しています。

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

信用リ
スク削
減効果
勘案後
残高

リスク・ウェイト ０％ ０ ５，５１６ ５，５１６ ０ ５，３２１ ５，３２１
リスク・ウェイト ２％ ０ ０ ０ ０ ０ ０
リスク・ウェイト ４％ ０ ０ ０ ０ ０ ０
リスク・ウェイト １０％ ０ ２，２７８ ２，２７８ ０ ２，４４３ ２，４４３
リスク・ウェイト ２０％ ０ ３０，５８４ ３０，５８４ ０ ３１，５４９ ３１，５４９
リスク・ウェイト ３５％ ０ ４４９ ４４９ ０ ３９９ ３９９
リスク・ウェイト ５０％ ０ ７ ７ ０ １ １
リスク・ウェイト ７５％ ０ ３２ ３２ ０ ２９ ２９
リスク・ウェイト１００％ ０ ８７ ８７ ０ ９０２ ９０２
リスク・ウェイト１５０％ ０ ６９ ６９ ０ １ １
リスク・ウェイト２００％ ０ ０ ０
リスク・ウェイト２５０％ ０ ８１１ ８１１ ０ ７９５ ７９５
そ の 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０

リ ス ク ・ ウ ェ イ ト １２５０％ ０ ０ ０ ０ ０ ０
計 ０ ３９，８３３ ３９，８３３ ０ ４１，４４０ ４１，４４０

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が適用さ
れるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商
品取引の与信相当額を含みます。

２．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクスポージャー
のリスク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ
使用しています。

３．経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウェイトによって集
計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。

４．１２５０％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係
るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウェイト１２５０％を適用したエクスポージャーがあります。

区 分

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高目的

使用 その他 目的
使用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金 ３０ １ ３０ １ １ １ １ １
個 別 貸 倒 引 当 金 １１ ７ ０ １１ ７ ７ １ １ ６ １

―４１―



５．信用リスク削減手法に関する事項

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクス
ポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・
ウェイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウェイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減す
る方法です。
当 JAでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。
信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用しています。

適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部又は一部が、取引相手又は取引相手の
ために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当 JAでは、適格金融資
産担保付取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府等、わが国の地方
公共団体、地方公共団体金融機構、わが国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、
及び金融機関又は第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証人と
し、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイトに
代えて、保証人のリスク・ウェイトを適用しています。
ただし、証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付が A－または A３

以上で、算定基準日に長期格付がBBB－またはBaa３以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エ
クスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイトに代えて、
保証人のリスク・ウェイトを適用しています。

貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する
事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、
②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することがで
きること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺
後の額が、監視及び管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯
金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。
担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直しを行っています。

なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。

② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額
（単位：百万円）

（注）１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものとしては貸出金や
有価証券等が該当します。

区 分
令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度

適格金融
資産担保 保 証 クレジット・

デリバティブ
適格金融
資産担保 保 証 クレジット・

デリバティブ
地方公共団体金融機構向け ０ ０ ０ ０ ０ ０
我が国の政府関係機関向け ０ ０ ０ ０ ０ ０
地 方 三 公 社 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
金融機関及び第一種金融商品
取引業者向け ０ ０ ０ ０ ０ ０

法 人 等 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
中小企業等向け及び個人向け １ ０ ０ ２ ０ ０
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン ０ ０ ０ ０ ０ ０
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
三 月 以 上 延 滞 等 ０ ０ ０ ０ ０ ０
証 券 化 ０ ０ ０ ０ ０ ０
中 央 清 算 機 関 関 連 ０ ０ ０ ０ ０ ０
上 記 以 外 ３ ０ ０ ２ ０ ０
合 計 ４ ０ ０ ０ ０ ０

―４２―



６．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

７．証券化エクスポージャーに関する事項

該当する取引はありません。

８．出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項

① 出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資
勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当 JAにおいては、これらを①子会社及び関連
会社株式、②その他有価証券、③系統及び系統外出資に区分して管理しています。
①子会社及び関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当 JAの事業のより効率

的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の決算書類の分析の
他、毎月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。
②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握

及びコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポート
フォリオの状況や ALMなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成する ALM委
員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定し
た運用方針及び ALM委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを
行っています。運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っているかどうか
チェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。
③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議

を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。
なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①子会社及び関連会

社については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有価証券につ
いては時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」とし
て純資産の部に計上しています。③系統及び系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に
応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記
表にその旨記載することとしています。

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャー
のことです。

３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階
層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国
際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

５．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者（プロテクション
の買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由（延滞・破産な
ど）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。

―４３―



② 出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価
（単位：百万円）

③ 出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益
（単位：百万円）

④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額（保有目的区分をその他有価証券と
している株式・出資の評価損益等）

（単位：百万円）

⑤ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損益等）
（単位：百万円）

９．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
（単位：百万円）

１０．金利リスクに関する事項

① 金利リスクの算定手法の概要

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
評 価 益 評 価 損 評 価 益 評 価 損

０ ０ ０ ０

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
評 価 益 評 価 損 評 価 益 評 価 損

０ ０ ０ ０

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上 場 ０ ０ ０ ０
非 上 場 ８５３ ８５３ ８５４ ８５４
合 計 ８５３ ８５３ ８５４ ８５４

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

０ ０ ０ ０ ０ ０

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

令和元年度 令和２年度
ルックスルー方式を適用するエクスポージャー ０ ０
マ ン デ ー ト 方 式を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － －
蓋然性方式（２５０％）を適用するエクスポージャー － －
蓋然性方式（４００％）を適用するエクスポージャー － －
フォールバック方式（１２５０％）を適用するエクスポージャー － －

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在する中
で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。
当 JAでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、またリスク情報の管

理・報告にかかる事項を「余裕金運用リスク管理規程」に定め、適切なリスクコントロールに努めています。具
体的な金利リスク管理方針及び手続については以下のとおりです。

◇リスク管理の方針及び手続の概要
・リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明

当 JAでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場リスクと
一体的に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク（IRRBB）については、個別の管理指
標の設定やモニタリング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。

―４４―



② 金利リスクに関する事項
（単位：百万円）

IRRBB１：金利リスク

項番
⊿ EVE ⊿ NII

前期末 当期末 前期末 当期末
１ 上方パラレルシフト ３３８ ３２０ ３４ ４５
２ 下方パラレルシフト ０ ０ １ １
３ スティープ化 ２７８ ２５２
４ フラット化 ０ ０
５ 短期金利上昇 ３３ ４２
６ 短期金利低下 ０ ０
７ 最大値 ３３８ ３２０ ３４ ４５

前期末 当期末
８ 自己資本の額 ２，５６５ ２，６３６

・リスク管理及びリスクの削減の方針に関する説明
当 JAは、リスク管理委員会のもと、自己資本に対する IRRBBの比率の管理や収支シミュレーションの

分析などを行いリスク削減に努めています。
・金利リスク計測の頻度

四半期末を基準日として IRRBBを計測しています。
・ヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明

当 JAは、ヘッジ等による金利リスクの削減は行っていません。

◇金利リスクの算定手法の概要
当 JAでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿ EVE）については、金利感応ポジションにかかる基準日時

点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカーブに
基づき計算されたネット現在価値の差によりより算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフト、
下方パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ごとに異なるショック幅）を適用
しております。
・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期

流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は１．２５年です。
・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期

流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は５年です。
・流動性貯金への満期の割り当て方法（コア貯金モデル等）及びその前提

流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。
・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提

固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。
・複数の通貨の集計方法及びその前提

通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。
・スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか）

一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッド
は金利変動ショックの設定上は不変としています。

・内部モデルの使用等、⊿ EVE及び⊿NII に重大な影響を及ぼすその他の前提
内部モデルは使用しておりません。

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明
⊿ EVEの算出方法に関する変更はありません。

・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
該当ありません。

◇⊿ EVE及び⊿NII 以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項
当 JAでは、⊿ EVE及び⊿NII 以外の金利リスクの計算を実施していません。
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【JAの概要】

１．機構図

―４６―



２．役員（令和２年１２月末）

３．組合員数
（単位：人）

４．組合員組織の状況
（単位：人）

５．地区

旧根上町 １９集落

種 類 令和元年度 令和２年度 増 減
正 組 合 員 数 ８４３ ８４１ ▲ ２
個 人 ８３８ ８３６ ▲ ２
法 人 ５ ５ ０

准 組 合 員 数 １，６８５ １，６８５ ０
個 人 １，６７６ １，６７７ １
法 人 ９ ８ ▲ １
合 計 ２，５２８ ２，５２６ ▲ ２

組 織 名 構 成 員 数
生 産 組 合 １６組合
青 壮 年 部 ５７
女 性 部 ２０７
稲 作 部 会 ３９
丸 い も 部 会 １４
ネ ギ 部 会 ５
加 工 部 会 ８
い き い き 市 部 会 ８１
ヘルスケアJA根上女性部 １７

役 職 名 氏 名 役 職 名 氏 名
代表理事組合長 吉 岡 康 廣 理 事 小 西 久 子
会 長 理 事 又 村 一 夫 〃 松 田 賢 一
副組合長理事 角 越 茂 樹 〃 東 祐 子
専 務 理 事 森 山 直 喜 〃 山 下 良 兼
理 事 竹 内 博 一 〃 小 西 俊 朗

〃 浜 田 加代子 〃 松 井 良 成
〃 福 田 浩 之 〃 中 村 峰 密
〃 吉 田 公 春 職員兼務理事 能 登 一 竜
〃 原 喜 則 代 表 監 事 川 越 清 一
〃 山 本 信 行 常 勤 監 事 中 村 茂
〃 本 村 彰 則 監 事 若 杉 伸 一

（注） 監事 若杉伸一 は農協法第３０条第１４項に定める員外監事であります。
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６．沿革・歩み

この４９年間、農業をめぐる情勢は大きく変化をいたしました。農業にとって苦しい選択を迫られる場合も
ありましたが、農協も組合員と一体となって、これらの対策に真剣に取り組みました。

事業の取り組み
信用事業 昭和５５年、貯金業務のオンライン化取り組み、金融事務の近代化
購買事業 令和元年、生活資材館を改装、名称を根上屋とする。
燃料事業 昭和５４年、中町給油所を開設

平成８年、大成町給油所を新設
平成１４年、中町給油所をセルフ化
平成２２年、大成町給油所をセルフ化
平成２５年、中町セルフ給油所改築工事

利用事業 昭和６２年、穀類乾燥調整施設（ライスセンター）を建設
平成５年、既存施設の西側に穀類乾燥調整施設を増設
平成２年、育苗センター及び低温倉庫を建設、営農の拠点とする。
平成１５年、米色彩選別機を導入
平成１６年、穀類自主検査設備を導入
平成２７年、既存ライスセンターの大型改修工事・農機格納庫を建設
令和元年、米色彩選別機の更新

加工事業 平成２２年、農産物加工処理施設を建設
全 体 平成１７年、能美市合併に伴い名称を根上農業協同組合とする。

平成１８年、JA根上会館完成
子 会 社 平成２９年、JA出資型農業生産法人㈱アグリサポート根上を設立

これらの施設が有効に活用され、組合員の営農や生活に役立つ努力を続けて参ります。
JA根上が幾多の難解を乗り越えながらも、事業実績はもとより財務内容も堅実にして着実に進展いたし

て参りました。これも組合員各位のご理解とご協力の賜物と深く感謝しております。
JA根上は、農業の発展と組合員の繁栄のため、また、地域社会にひらかれた JAとして一層の前進をいた

して参ります。

７．店舗等のご案内
（単位：台）

店舗・施設の名称 所 在 地 の 住 所 電 話 番 号 CD・ATM設置台数
本 所 〒９２９－０１１３ 能美市大成町リ４０ （０７６１）５５－１１００ ATM ２

店舗外CD・ATM設置場所 所 在 地 の 住 所 CD・ATMの区別 営業日（平日・土・日）
イ オ ン 小 松 店 〒９２３－００３６ 小松市平面町ア７０ ATM 平日・土・日
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自己資本比率の算定に関する用語解説一覧

用 語 内 容

自己資本の額 『コア資本に係る基礎項目の額－コア資本に係る調整項目の額（経過措置適用

後の額）』を言います。

自己資本比率 自己資本の額をリスク・アセット等の総額（信用リスク・アセット額及びオペ

レーショナル・リスク相当額）で除して得た額。国内基準を採用する金融機関

では４％以上が必要とされていますが、JAバンクでは自主的な取り決めによ

り８％以上が必要とされています。

エクスポージャー リスクを有する資産並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引（以下「資産

等」といいます。）の与信相当額のことです。

リスク・ウェイト リスクを有する資産等を保有するために必要な自己資本額を算出するためのリ

スクの大きさに応じた掛目のことです。

信用リスク・アセット額 各エクスポージャーに対して、信用リスク削減手法を適用後、対応するリスク・

ウェイトを乗じて算出した信用リスク・アセット額、CVAリスク相当額を８％

で除した額の合計額を言います。

所要自己資本額 リスクを有する資産等を保有するのに必要となる自己資本の額のことです。国

内基準では各リスク・アセットに４％を乗じた額となります。

オペレーショナル・リスク

（相当額）

金融機関の業務において不適切な処理等により生じるリスクのことを指し、不

適切な事務処理により生じる事務リスクやシステムの誤作動により生じるシス

テムリスクなどが該当します。なお、自己資本比率の算出にあたっては、一定

の手法によりオペレーショナル・リスクを数値化した額をオペレーショナル・

リスク相当額として分母に加算します。

基礎的手法 新BIS 規制においてオペレーショナル・リスク相当額を算出する最も簡易な

手法です。１年間の粗利益に０．１５を乗じた額の直近三年間の平均値によりオペ

レーショナル・リスク相当額を算出する方法です。１年間の粗利益は、事業総

利益から信用事業に係るその他経常収益、信用事業以外の事業に係るその他の

収益、国債等債券売却益・償還益、補助金受入額を控除し、信用事業に係るそ

の他経常費用、信用事業以外の事業に係るその他の費用、国債等債券売却損・

償還損・償却、役務取引等費用及び金銭の信託運用見合費用を加算して算出し

ています。

抵当権付住宅ローン 住宅ローンのうち、抵当権が第１順位かつ担保評価額が十分であるもののこと

です。

コミットメント 契約した期間・融資枠の範囲内で、お客さまのご請求に基づき、金融機関が融

資を実行することを約束する契約のことです。

証券化エクスポージャー 証券化とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクス

ポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取

引のことであり、証券化エクスポージャーとは証券化に伴い第三者に移転する

資産のことです。
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用 語 内 容

CVAリスク

（Credit Value adjustment）

CVA（派生商品取引についての取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の公

正価値評価額と信用リスクを勘案した場合の公正価値評価額との差額を言いま

す。）が変動するリスクを言います。

店頭デリバティブ 株式や金利、為替などの通常の取引から派生した比較的小さな金額で仮想的に

大きな原資産を取引する金融商品取引のうち、金融機関や証券会社の店頭で相

対で行われる取引のことです。

クレジット・デリバティブ 信用リスクをヘッジ（回避・低減）するために、債務者である会社等の信用力

を指標に将来受け渡す損益を決める取引です。

プロテクションの購入及

び提供

プロテクションの購入とは、クレジット・デリバティブ取引において信用リス

クをヘッジ（回避・低減）するための取引をいい、プロテクションの提供とは、

保証を与える取引を指します。

信用リスク削減手法 金融機関が保有している信用リスクを軽減する措置であり、新BIS 規制では、

貯金や有価証券など一定の要件を満たす担保や保証がある場合には、担保や保

証人のリスク・ウェイトに置き換えることができます。

派生商品取引 有価証券取引等から派生し、原資産の価格によりその価格が決定される商品の

ことであり、先物、オプション、スワップ取引等が該当します。

金利ショック 保有している資産や負債等に金利の変化をあてはめることです。

⊿ EVE・⊿NII ⊿ EVE とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額

として計測されるものをいいます。⊿NII とは、金利リスクのうち、金利ショッ

クに対する算出基準日から１２カ月を経過する日までの間の金利収益の減少額と

して計測されるものをいいます。⊿ EVEについては、６つの金利ショック・

シナリオ（上方パラレルシフト・下方パラレルシフト・スティープ化・フラッ

ト化・短期金利上昇・短期金利低下）に基づいて、⊿NII については２つの金

利ショック・シナリオ（上方パラレルシフト・下方パラレルシフト）に基づい

て計測を実施します。

上方パラレルシフト・

下方パラレルシフト

満期までの残存年数が異なる債券についての金利が、全体的に上昇することを

上方パラレルシフトといいます。反対に、金利が全体的に下落することを下方

パラレルシフトといいます。

スティープ化・フラット化 長期金利が上昇して、短期金利と長期金利との差が大きくなることをスティー

プ化といいます。反対に、長期金利が下落して、短期金利と長期金利との差が

小さくなることをフラット化といいます。
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に係る財産の状況に関する事項を記載したディスクロージャー誌を作成し、当 JAの信用事業を行う全事務所に備

え置き、公衆の縦覧に供することが義務づけられています。

昨今の金融機関を巡る相次ぐ不祥事件が発生する中、金融機関にはこれまで以上に「透明性」「健全性」が求め

られています。ディスクロージャー誌は組合員並びに地域の皆さまが安心して当 JAを利用していただけるよう、

当組合の経営方針、社会的責任及び経営内容を明らかにするものです。
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